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８.１ 関連文化財群の設定の考え方

関連文化財群とは「地域の多種多様な文化財を歴史文化の特徴に基づくテーマやストーリーに

沿って一定のまとまりとしてとらえたもの」（「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文

化財保存活用地域計画・保存活用計画の策定等に関する指針」文化庁、平成31（2019）年３月）

です。

本節では、第２章にて整理した多様な文化財を、第３章で整理した本市の歴史文化の特徴に基

づいて、その関連性から特定のテーマやストーリーでまとめ「関連文化財群」として捉えました。

関連文化財群としてまとめることで、文化財を総合的に保存・活用するための枠組みや、個々

の文化財だけでは理解しにくい新たな価値を発見することができます。

そして、これまで個別のものとして把握されてきた文化財を、関係する「群」として捉えて保

存・活用を図ることで、様々な要素が結びついて地域の歴史文化があることに市民が気づき、身

近な文化財や地域に対する愛着を育むことが期待できます。また、本市の文化財の新たな視点に

よる情報発信や地域の魅力の向上・活性化につながると考えます。

市内には、たくさんの歴史文化資源が散らばっています。それぞれを時代や自然環境と合わせ

て考えてみると、つながっていて、５つのストーリーに基づいて整理することができます。これ

から、その７つを設定し、保存・活用のために何をしていけばよいのか考えます。

関連文化財群とは「地域の多種多様な文化財を歴史文化の特徴に基づくテーマやストーリーに

沿って一定のまとまりとしてとらえたもの」（「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文

化財保存活用地域計画・保存活用計画の策定等に関する指針」文化庁、平成31（2019）年３月）

です。

関連文化財群とは「地域の多種多様な文化財を歴史文化の特徴に基づくテーマやストーリーに

沿って一定のまとまりとしてとらえたもの」（文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化

財保存活用地域計画作成等に関する指針 令和７年（2025）３月改訂）です。

第３・４章で整理したとおり、様々な場所に地域の宝物があり、それぞれが地形や水などの自

然環境や暮らしと深い結びつきがあります。これらの持つ時代背景や存在理由等を整理して見い

だされる共通の要素やつながりに着目すると、今までは明らかではなかった価値やストーリーを

見つけることが可能となります。そこから当市の歴史文化への理解を深め、より身近なものに

なっていくことが期待されます。

第８章では、このような観点に立って地域の宝物をとらえ整理し、複数のストーリーに沿って

保存・活用のために必要な措置をとりまとめます。

当市の関連文化財群の設定、及び、それを構成する地域の宝物の選定にあたっては、次の点に

留意します。

○本市の歴史文化の特徴の反映

・第４章で見出した現在までの長い期間にわたり紡いできた当市の三つの「歴史文化の特

徴」に基づく構成とします。

・三つの構成を基盤として、わかりやすく特徴的で理解しやすい関連文化財群を設定します。

○成り立ちや背景に関わる要素の抽出

・地域の宝物の成り立ちや誕生の背景、意味をとらえる観点から、指定等文化財のみならず、

未指定の文化財も含めて関連文化財群を構成します。

○地域の学習や体験への活用の配慮

・地域の宝物の将来の担い手になる子どもたちやその親にも伝わる要素や内容をとりあげ、

関連文化財群を構成します。

○活用の場・活用の方法に留意した設定

・今後の文化財を活かしたまちづくりの推進等につなげていくため、地域の宝物の活用に寄

与する拠点施設等の存在に留意し、周遊や立寄り等にも目を向けて関連文化財群を整理し

ます。

○今後の保存・活用に関連する施策や事業との関連性

・現在、当市で進めている様々な施策や事業のうち、地域の宝物の保存・活用との関わりの

深いものとの連携等を円滑に進めることに留意して関連文化財群を設定します。

・それぞれの群を理解する上で、つながりが分かりやすく、魅力的で共通

理解が得やすいものを取り上げます。

・市民に親しまれてきた歴史文化資源の中で、特に保存・活用が必要なも

の(現在、保存・活用の取組がなされているもの)や今後の調査・研究が期待

されるものを取り上げます。

・市民ばかりでなく、伊那市を訪れる多くの人に親しまれてきた市の花

「さくら」に関わる資源を、可能な範囲でそれぞれの関連文化財群の中に位

置付け、日本一の桜の里「伊那市」を感じ

ることができるようにします。

文化財保護法に基づく
文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画
作成等に関する指針



東西で異なる大地の形成と人の営みの誕生・定着

利水・治水技術の発達と街道・集落文化の形成

暮らしの変化と生産の知恵の結集・発展

多才な人材を育む環境と芸術文化

水で結ばれたふるさと安曇野の生活文化
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雄大な大地からの恵みを賢く多彩(才)に活かし切った暮らしの歴史文化

暮らしの礎「安曇野」を
創り伝える歴史文化

暮らしを守り
支え合う歴史文化

暮らしの糧を
生み出し活かす歴史文化

歴史・文化の特徴

時代の流れ

原始 古代 中世 現代近世 近代

水・自然を巡る争い模様

前ページの考え方を踏まえ、当市では次のＡ～Ｇの七つの関連文化財群を設定します。なお、

これら七つの関連文化財群はこれからの新市立博物館の特色付けにもつながるコンテンツとして

認識し、その活用方法を検討します。
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がる田園や山麓の集落
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環境

３．多才な先人たちの

足跡

先人たちが苦労して水を引い
て拓き、暮らしの礎となる大
地へと導き、後世にも多様な
形で価値を生み、伝え継がれ
ていく「風景・安曇野」にま
つわる文化財群

先人から受け継いできた
暮らしの環境を支え、守
り合う絆や思いを伝える
関連文化財群

広大な土地自然からの恵
みを時代の流れの中で、
さらなる糧に変えた知恵
や工夫を伝える関連文化
財群

アルプス山麓の扇状地と東山の地滑
り地を先人たちが苦労して拓いて、
暮らしの場「安曇野」へと導き、さ
らに芸術、創作、経済活動等多様な
スタイルを通じその風景や環境を伝
え続けている歴史文化があります。

先人が苦労して大地を拓いて
暮らしを生み、その価値を高
めてきた「安曇野」の大地と
風景にまつわる歴史文化を伝
える関連文化財群

先人たちが苦労して暮らしと
価値を高めてきた風景・安曇
野にまつわる歴史文化を伝え
る文化財群

関連文化財群Ａ

関連文化財群Ｃ
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関連文化財群Ａ
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関連文化財Ｆ

自然の恵みを巧みに
取り込む暮らしの姿

とその糧

関連文化財群Ａ

「命の水」でつながる
田園や山麓の集落景観

関連文化財群Ｂ

山々の豊かな自然とそ
の実りを伝え継ぐ環境

関連文化財群Ａ
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関連文化財群Ｂ
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の実りを伝え継ぐ環境

関連文化財群Ｃ

多才な先人たちの足跡

関連文化財群Ａ

「命の水」でつながる
田園や山麓の集落景観

関連文化財群Ｂ

山々の豊かな自然とそ
の実りを伝え継ぐ環境

関連文化財群Ｃ

多才な先人たちの足跡

関連文化財群Ｃ

多才な先人の足跡

関連文化財群Ｄ

日々の暮らしを守る
絆と思いの結晶

関連文化財群Ｇ

里と山の道筋・川筋

の物流の発展と交易

図8.1 歴史文化の特徴と関連文化財群の設定

暮らしの礎「安曇野」を
創り伝える歴史文化

大地からの恵みで育まれた
「暮らしを守り支え合う」

歴史文化

恵みを活かして
「暮らしの糧を生み出し

活かす」歴史文化
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①ストーリー

当市の西側一帯は幾つもの川が形成した“大複合扇状地”です。それぞれの扇頂部と、それら

の川が一か所に集結する扇端部の沼地は水が豊富でしたが、広大な面積を占める扇央部では水の

確保が容易ではありませんでした。さらに、北アルプスの水は、稲が育つにはやや冷たく（水温

11度前後）、このような条件でコメをはじめとする食料を生産して暮らしを営むために、先人は

様々な努力を続けてきました。当市の水路や住まい、集落の景観には、先人が過去から積み上げ

てきた知恵や工夫が深く刻み込まれています。

◆ 東西の地質の違いが生み出す多様な水の姿

当市の地質は犀川の東西で異なります。西側の沖積低地を東側の隆起した第三紀の透水性の

乏しい地層が受け止めることで国内有数の湧水帯が生まれました。この湧水は名水百選にも選

ばれており、当市の重要なシンボルの一つです。

◆ 暮らしを支えた命の水

一方で扇状地で広い面積を占める扇央部では地下水位が深く、水田耕作が難しい土地です。

土木技術が未発達の近世以前は、容易に水を得られる場所は、等高線と直交して下るように導

水した堰(縦堰）で耕作できる範囲に限られました。農業土木技術の発展とともに、近世以降は

等高線に沿って緩勾配に導水した堰(横堰）が開削され、扇央部でもかんがいが可能となりまし

た。その代表例が世界かんがい施設遺産である拾ケ堰です。このような厳しい土地条件のため

水争いも多かったことが古文書に残されており、この地で得られる水はまさに命の水でした。

そして、農業用水と同様に必要なのが生活用水です。地下水の湧き出しの少ない地域では、表

流水を砂利や砂でろ過する「漉し井戸」を設けて飲用水を確保していました。今でもわずかな

がらその痕跡が残る集落があります。

◆ 利水や土地条件で異なる多様な集落景観

このような経緯から、緑豊かで水田内で同じような姿に見える集落も、水が得やすく肥沃な

土地の分布する集落と、横堰を開削したり、既存の堰を延長したりしてできた近世の新田集落

とでは、道や水の流し方も異なります。後者では直線の道路や街道筋のような地割が確認でき

ます。

また、扇頂部の集落では、取水する水が冷たいため、「ぬるめ」等の手法で、水を温めるた

めの蛇行する水路がみられます。当市の集落景観は、北アルプス山麓の水と大地の中で先人が

その特徴を上手に活かしながら、積み上げてきた苦労や営み、文化の蓄積です。

◆ 安曇野の風土が生み出した多様な民家建築・庭園

物流が発達する以前の時代では、建築物の材料も身近な空間から確保することが基本でした。

市内には江戸時代までさかのぼる古い民家があり、これらの構造と当時の材料調達について、

古材を地域で使いまわしながら、徐々に建物が大きくなった過程が確認されています。江戸時

代中期以降、安定した農業生産条件が建物を大きくしたと考えることができます。

それぞれが深い渓流となって北アルプスの岩石や土砂を運んできた急流は、平地に
出ると急にその流速を落とし、礫の多い土砂を扇状に堆積させます。水は地下を
潜って不透水層を流れ、再び、扇状地の終わる先端部で姿を見せます。その複数の
扇形の先端部が重なり合ったところに万水川が位置します。

安曇野を流れる農業用水は堰といわれ、経路により大きく「縦堰」と「横堰」に分けられます。縦堰
は烏川や梓川（松本市梓川）を水源とし、等高線に対して直角方向に自然の流れを利用して導水した
堰のことで、多くが古代から中世までに開削されました。一方、横堰は梓川（豊科高家）や奈良井川
を水源とし、等高線に沿ってほぼ平行に導水した堰で、近世になってから開削されました。比較的流
れが速く枝堰に分水してもあまり広範囲を灌漑できない縦堰の欠点を補ったのが、この横堰でした。
元来、水の得にくい扇央部で水田耕作などができるようになったのは、こうした堰の存在によるもの
で、現在の安曇野市発展の礎となっています。

また、安曇野の民家の屋根材は茅葺と板葺きが混在しています。信州では雪の多い北で茅葺、雪の少ない南が板
葺きが多い傾向にあり、多雪地と少雪地の境界のある安曇野ならではの傾向です。

８.２ 関連文化財群の保存・活用のための措置

当市の西側一帯は幾つもの川が形成した“大複合扇状地”である。それぞれの川の
上流部と、これらの川が集結する下流部の沼地では水が豊富であったが、広大な
面積を占める扇状地の中腹には十分な水がないうえ、北アルプスの水は稲が育つ
には水温が低かった。このような条件で食料を生産し、暮らしを営むために、先
人たちは様々な努力を続けてきた。水路や住まい、集落の景観には、過去からの
知恵や工夫が深く刻み込まれている。

当市の西側一帯は幾つもの川が形成した“大複合扇状地”です。それぞれの川
の上流部（扇状地の要）と、それらの川が一か所に集結する下流部（すり鉢の
底）の沼地は水が豊富でしたが、広大な面積を占める扇状地の中腹（扇央部）に
は水がありませんでした。さらに、北アルプスの水は稲が育つには、やや冷たす
ぎました（水温11度前後）。このような条件でコメをはじめとする食料を生産し、
暮らしを営むために、先人たちは様々な努力を続けてきました。当市の水路や住
まい、集落の景観には、過去からの知恵や工夫が深く刻み込まれています。
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②関連文化財群Ａ一覧表

また、当市の民家の屋根材は茅葺と板葺が混在しています。信州では雪の多い北で茅葺、雪の

少ない南が板葺が多い傾向にあり、このことから、多雪地と少雪地の境界にあたる当市の気候が

反映されていることがわかります。自然環境と深いかかわりをもって暮らしてきた先人の様子が

伝わってくる地域の宝物です。

【コラム】 雪形
雪形とは、山肌の残雪やそこから覗く岩肌などの形

を、人物や動物などの形に見立てたもの。厳しい冬を
過ごす人々が山肌に現れる雪形の時期を目安に農作業
の適期を判断する知恵等として後世に語り継いできま
した。田淵行男は全国に遺された雪形の伝承を調査し、
記録写真集『山の紋章 雪形』（1981年/学習研究社）
を出版しています。

袈裟を着たお坊さんの
雪形で3月下旬から4
月中旬に出現。

常念坊（常念岳）

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用

ストーリー 名称 文化財指定 類型

複合扇状地
　　（中房川、川窪沢川、烏川、黒沢川、梓川）

未指定 記念物(地質鉱物)

わさび田湧水群 未指定 記念物(地質鉱物)

拾ケ堰 未指定 有形文化財(建造物)

矢原堰 未指定 有形文化財(建造物)

新田堰 未指定 有形文化財(建造物)

勘左衛門堰 未指定 有形文化財(建造物)

立田堰 未指定 有形文化財(建造物)

温堰 未指定 有形文化財(建造物)

横沢堰 未指定 有形文化財(建造物)

庄野堰 未指定 有形文化財(建造物)

呑堰 未指定 有形文化財(建造物)

真鳥羽堰 未指定 有形文化財(建造物)

飯田堰 未指定 有形文化財(建造物)

熊倉堰 未指定 有形文化財(建造物)

堂川 未指定 有形文化財(建造物)

中曽根川 未指定 有形文化財(建造物)

中沢堰 未指定 有形文化財(建造物)

下沢堰 未指定 有形文化財(建造物)

扇町堰 未指定 有形文化財(建造物)

田多井堰 未指定 有形文化財(建造物)

新堰 未指定 有形文化財(建造物)

重光堰 未指定 有形文化財(建造物)

漉し井戸 未指定 有形文化財(建造物)

下鳥羽本郷の井戸 市指定 有形文化財(建造物)

吉野熊野権現神社のビャクシン並びにツルマサキ 市指定 記念物(植物)

吉野荒井堂の大銀杏 市指定 記念物(植物)

飯田地区の集落景観 未指定 文化的景観

重柳地区の集落景観 未指定 文化的景観

吉野地区の集落景観 未指定 文化的景観

中堀地区の集落景観 未指定 文化的景観

住吉地区の集落景観 未指定 文化的景観

小田多井地区の集落景観 未指定 文化的景観

岩原・塚原地区の山麓の集落景観 未指定 文化的景観

曽根原家住宅 国指定 有形文化財(建造物)

青柳家の旧松本城大手門 市指定 有形文化財(建造物)

等々力家　長屋門 市指定 有形文化財(建造物)

旧小穴家住宅 市指定 有形文化財(建造物)

飯田家住宅主屋ほか（建造物13棟） 国登録 有形文化財(建造物)

旧髙橋家住宅主屋ほか（建造物4棟） 国登録 有形文化財(建造物)

宮澤家住宅主屋ほか（建造物7棟） 国登録 有形文化財(建造物)

中村家住宅主屋ほか（建造物5棟） 国登録 有形文化財(建造物)

等々力家の古文書 市指定 有形文化財(美術工芸品：歴史資料)

山口家庭園 県指定 記念物(名勝地)

本陣等々力家　庭園 未指定 記念物(名勝地)

松岡家　庭園 未指定 記念物(名勝地)

等々力家のビャクシン 市指定 記念物(植物)

東西の地質の違い
が生み出す多様な

水の姿

暮らしを支えた
命の水

利水や土地条件
で異なる多様な

集落景観

安曇野の風土が
生み出した
多様な

民家建築・庭園
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関連文化財マップ（Ａ群）

注目すべき民家
（H26.3安曇野市民家調査より）
屋根形状で分類表示も検討

代表的な屋敷林
（H23『安曇野の屋敷林』より）
屋敷林・伝統的な民家群のみられる
集落景観を有する地区（区）
農業用の利水の骨格となる水路

市提供の用水路図をベース情報として表示

【未指定の文化財の表記に関する補足】
・ 中～近世の開削の主要な堰 (※) 特徴的な集落景観を有する地区

種別 指定等 未指定

記念物

遺跡

名勝地

動物･植物･地質鉱物

文化的景観

伝統的建造物群

関連施設他

種別 指定等 未指定

有形文化財

建造物

美術工芸品

石造物

無形文化財

民俗文化財
有形の民俗文化財

無形の民俗文化財

ー ー

【名称の凡例】濃灰色:指定等文化財 淡灰色：未指定の文化財

（※）

堰名表示



関連文化財群Ａ 写真

下鳥羽本郷の井戸

曽根原家住宅

飯田家住宅主屋

等々力家 長屋門

暫定版として指定文化財のみ掲載

わさび田湧水群

わさび田：風土記より

新田堰

勘左衛門堰

吞堰：（吞堰と濾し井戸）

ウォッチングマップ30より
過去の写真

漉し井戸

本陣等々力家 庭園

飯田地区：中飯田①
街道に連なる屋敷林

飯田地区：中飯田①
飯田宅の正面

飯田地区：中飯田②
東から見た飯野屋

飯田地区：中飯田②
築２００年を超えた
本棟造の母屋

重柳地区：丸山宅

重柳地区：轟宅正面

吉野地区：熊井宅

中堀地区の中堀公園北の屋敷林

中堀地区：清兵衛木戸に並
ぶ道祖神などの石碑

住吉地区：再生された神谷
宅と屋敷林

住吉地区の集落景観 小田多井地区の集落景観

小田多井地区：道路沿いに
屋敷林が連続した

岩原地区：道路沿いの生け
垣と板塀に囲まれた

岩原地区：石垣に囲まれた

等々力家住宅の屋敷林

山口家庭園

拾ヶ堰

中堀地区の集落景観
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飯田地区の集落景観

住吉地区の集落景観

吉野地区の集落景観

拾ケ堰

重柳地区の集落景観

松岡家 庭園

https://www.city.azumino.nagano.jp/site/kids/2426.html

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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③課題と方針

【課 題】

○集落景観の主たる構成要素である民家や屋

敷林についての調査は、直近の実施から10

年以上経過していますが、その後の変化を

確認できていません。

○居住地内にある民家や屋敷林、利水環境な

どの成り立ちや価値を知らない市民が多く、

これらに詳しい方々の高齢化も相まって、

地域内での学習や価値の理解が進みません。

○民家や屋敷林の景観や環境、文化等様々な

面からの価値の調査や機能の評価は蓄積が

わずかです。今後の継承に向けた法的措置

や財政による支援措置の裏付けとなる資料

等を収集する調査が必要です。

○空き家となっていた本陣等々力家の活用を

民間事業者と市が連携して進める整備事業

に着手しました。様々な効果を生み出すた

めに関係者の相互連携が欠かせません。

○古民家の価値に関する情報と空き家対策に

関する情報は行政内で分散しているため、

古民家の居住や利用ニーズに対応した空家

活用が十分にできていません。

【方 針】

○民家や屋敷林、水との関わりを伝える地

域の宝物（漉し井戸等）の現状確認を行

い、今後の保存管理の対応策の検討に活

かします。

○特色ある集落景観を構成する民家、屋敷

林、漉し井戸、堰、石造物などの価値を

学校での学習や地域内での活動の場を活

かして共有できる取り組みを推進します。

○民家や屋敷林のもつ様々な価値を整理し、

当市における価値付けの方針を定め、そ

の内容に応じた保存・活用の措置を見出

す検討を進めます。

○担当課と関係課及び事業関係者の連携体

制を構築し、着実な事業実施と波及効果

創出に努めます。

○集落内の「空き古民家、屋敷林」に関す

る情報の集約と共有を行政内で図る取り

組みを進め、古民家の所有に関わる側と

利用希望者とのマッチングに役立てます。

国登録文化財の中村家をグループホームとして利用

・課題の２つめ、３つめの「○」。
課題ではない。現状しか記載され
ていない。
・課題の最後の「○」。「地域環
境維持の面からも課題です。」は
結局何が課題なのかよくわからな
い。
・方針の１つめの「○」。「今後
の保存管理の対応策の規模を見出
すためにも」とは何の？課題と方
針を読まないと理解できないよう
な書き方にしない。方針だけ読ん
で何のことを言っているかわかる
ように記載。
・方針の３つめの「○」。「集落
景観を構成する要素」→「集落景
観を構成する○○や○○などの要
素」※例をいれませんか？
・方針４つめの「○」。課題と
合っていない。
・方針５つめの「○」。課題と
合っていない。課題・方針を読ん
でも状況がよくわからない。なぜ
空き古民家、屋敷林について情報
集約と共有をしなければならな
い？

１A
3A

17A
20A

25A
27A

42

29

安曇野市では、一部が市指定の有形文化財となっていて空き家となっ
ている「本陣等々力家」の持続可能な継承に向けた検討を令和６年度に
進め、屋敷を構成する建物群や庭を含めた歴史的・文化的な価値の高さ
を踏まえ、将来に亘って保存・継承していくために具体的な事業提案を
チャレンジしてもらえる事業者を募集して再生・活用に係る事業手法を
判断することとなりました。

これを受け、令和７年１～２月に随意契約保証型の民間提案募集を行
い、下記のような案を提示した事業者が交渉相手として決定しています。

「等々力家は市指定文化財の長屋門だけではなく、屋敷を構成する建物
群や庭を含めて歴史的・文化的な価値は非常に高く、将来に亘って保
存・継承していく必要がある。また、再生・活用に係る事業手法につい
ては、具体的な事業提案をチャレンジしてもらえる事業者を募集して判
断していく必要がある
の在り方を検討するため、外部人材も入れた安曇野市古民家再生・活用
検討チームを設置し、等々力家の再生・活用の方策等について検討しま
した。

その結果、「等々力家は市指定文化財の長屋門だけではなく、屋敷を
構成する建物群や庭を含めて歴史的・文化的な価値は非常に高く、将来
に亘って保存・継承していく必要がある。また、再生・活用に係る事業
手法については、具体的な事業提案をチャレンジしてもらえる事業者を
募集して判断していく必要がある。」との報告を受けました。

そこで、官民連携手法として安曇野市では初めてとなる随意契約保証
型の民間提案募集として、持続可能で具体的な事業提案を募集したとこ
ろ、4者からの応募があり、2月17日に選定委員会を開催した結果、扉
ホールディングス株式会社様を交渉先として決定しました。

等々力家 長屋門

協定の締結の状況・事業者の整備提案

等々力家の長屋門

当市では、長屋門が市指定の有形文化財

で空き家の状態にある「本陣等々力家」の

活用に取り組んでいます。

令和６年に持続可能な継承に向けた検討

を外部識者も交えて進め、屋敷を構成する

建物群や庭を含めた歴史的・文化的な価値

の高さを踏まえ、将来にわたって保存・継

承していくために、具体的な事業へのチャ

レンジが可能な事業者を募集し、再生・活

用に係る事業手法を考えました。令和６年

12月～７年２月の期間に民間提案募集を行

い、交渉相手となる事業者を選定し、事業

化に向けた詳細協議を行うための協定を締

結し、今後その具体化が進められる予定で

す。（措置29）
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④措置

番号 措置 内 容
主担当
または
連携課

新規
継続
の
区分

取組主体 計画

行
政

所
有
者

専
門
家

前
期

後
期

1A

● 安曇野の風景を構
成する文化財調査
(文化的景観地基
礎調査)

・過年度に実施した民家や屋敷林等の現状調

査を行う。

・特徴的な集落景観を構成する要素とその形

成と利水環境の発展、農業の変化等との関

係等をもとに、当市の文化的景観の把握と

詳細調査を行う。

文 新規 ◎ ○ ◎

3
◇ 古民家重点調査
(再掲）

・文化財的価値の高い民家の情報整理と、資

産転売前の価値調査・記録保存等を行うこ

とが可能な仕組みを構築する。

移
文

新規 〇 〇 〇 ◎

17A
○「安曇野の時間」

の取り組み推進

・「安曇野の時間」の中で建造物や景観等に

関するテーマに対応できる支援体制や地域

との連携のしくみを整える。

学 継続 〇 ○ ○

20A
◇ 資源探訪･探究型

の地域活動の支援

・特色ある集落景観を形成している地区の公

民館活動等の一環で、ロゲイニングや地区

内探訪などの取り組みや行事実施を支援す

る。

生
観
文

継続 ◎ 〇

25A
● 文化財の新たな指

定等
・措置1Aの調査結果を踏まえ、新たな文化財

の指定等の措置を検討する。
文 継続 ◎ 〇 〇 ◎

27

○ 緑の基本計画や景
観計画との連携手
法の研究･検討(再
掲）

・緑や景観の保全につながる屋敷林等の地域

の宝物の継承の方策として景観重要建造物、

景観重要樹木等の指定について研究・検討

を進める。

都
建

継続 ◎ ○ ○ ○

29
○ 本陣等々力家活用

(再掲）

・本陣等々力家の価値を維持しながら、建造

物・敷地等の有効活用に必要な整備の推進

を図る。

観 継続 ○ 〇 ○ ○

42A
◇ 継承相談窓口の維

持・継続

・過去の民家調査で得られた情報や屋敷林を

有す古民家についての情報を、空家や緑の

相談窓口と共有する。

移
都
文

継続 ◎ ◎

４）措置

【知り・関わる】
◆文化的景観地基礎調査

◇古民家重点調査

【価値を実感しながら守る】
◆文化財の新たな指定登録等
◇等々力家保存活用と連動した再整備
◇資源探訪・探究型活動の支援
○安曇野の時間の支援

【受け継ぎ育てる】
◇継承相談窓口の設置

地
域(

市
民)

等々力家活用

○関連
・安曇野の時間
・空家バンク関連の取組

文化的景観とは，以下の文化財を指しま
す。

地域における人々の生活又は生業及び当
該地域の風土により形成された景観地で
我が国民の生活又は生業の理解のため欠
くことのできないもの（文化財保護法第
二条第1項第五号より）

文化的景観は，日々の生活に根ざした身
近な景観であるため，日頃その価値には
なかなか気付きにくいものです。文化的
景観を保護する制度を設けることによっ
て，その文化的な価値を正しく評価し，
地域で護り，次世代へと継承していくこ
とができます。

市の文化財保護条例で指定することがで
きるほか、文化的景観の中でも特に重要
なものは，都道府県又は市区町村の申出
に基づき，「重要文化的景観」として選
定されます。

重要文化的景観に選定されたものにつ
いては，現状を変更し，あるいはその
保存に影響を及ぼす行為をしようとす
る場合，文化財保護法により，文化庁
長官に届け出ることとされています。
ただし，通常の生産活動に係る行為や
非常災害に係る応急措置等においては，
この限りではありません。
また，文化的景観の保存活用のために
行われるさまざまな事業，たとえば調
査事業や保存活用計画策定事業，整備
事業，普及・啓発事業に対しては，国
からその経費の補助が行われます。

市条例で定められている種類

これまでこれらの把握調査はいくつ
か行われていますが、その文化的な価
値を整理し、継承につながる制度の適
用の可能性についてはあまり検討が進
められていませんでした。

現在 が進んでおり、
の観点からも、本計画作成を契機に、

このような文化的景観という面からの
調査等を進め、制度活用の検討を行っ
ていく必要がある状況です。

緑の基本計画や景
観計画との
の研究･検討

物」の継承の方策として景観重要樹木、

景観重要建造物等の指定について研究・

検討を進める。

都 市

安曇野市景観計画では、地域の景観上重要な構成要素について積極的に保全や向上を図るため、

周辺地域の情景を特徴付ける構成要素を「景観重要建造物」、「景観重要樹木」、「景観重要公

共施設」として指定する制度がありますが、現在これらの指定はありません。

■「景観重要樹木」は地域の景観上の特徴を構

成しているものは、景観づくりの観点から指定

することができます。

■「景観重要公共施設」は市民に親しまれてい

る公共施設のうち、景観づくりのうえで大きな

影響を与える公共施設を指定することができま

す。

■「景観づくり住民協定」は、地域住民の方々

等が良好な景観づくりのために、一定の土地の

区域における建築物の形態意匠、緑化、屋外広

告物の表示などに関する自主的なルールを定め、

それを守り育てるための協定を締結した場合に、

景観づくり住民協定として市長が認定を行う制

度です。現在、市内24か所の住民協定が認定さ

れています。

■景観重要樹木

地域の景観上の特徴を構成している樹木を、

景観づくりの観点から指定することができます。

■景観重要公共施設

市民に親しまれている公共施設のうち、景観

づくりの上で大きな影響を与える公共施設を指

定することができます。

上記のほか、安曇野市景観条例では地域住民の方々が良好な景観づくりのために、一定の土地

の区域における建築物の形態意匠、緑化、屋外広告物の表示などに関する自主的なルールを定め、

それを守り育てるための協定を締結した場合に、景観づくり住民協定として市長が認定を行う制

度があります。現在、市内24か所の住民協定が認定されています。

■景観重要建造物

地域の自然、歴史、文化、生活など

からみて、これらの特性が形として立

ち現れたものである地域の景観上の特

徴を、その建造物の外観が有している

ものは、景観づくりの観点から指定す

ることができます。

■「景観重要建造物」

地域の自然、歴史、文化、生活などからみて、これら

の特性が形として立ち現れたものである地域の景観上

の特徴を、その建造物の外観が有しているものは、景

観づくりの観点から指定することができます

■「景観重要樹木」

地域の景観上の特徴を構成しているものは、景観づく

りの観点から指定することができます。

■「景観重要公共施設」

市民に親しまれている公共施設のうち、景観づくりの

うえで大きな影響を与える公共施設を指定することが

できます。

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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古墳後期の古墳群が円墳のみで構成さ
れる中、潮古墳群６号墳が方墳である意義は大きい。七世
紀後半は明科廃寺が創建された時期であり、明科地域では
従来の古墳祭祀と最新の仏教祭祀が併存

①ストーリー

北アルプスの造山運動を始め、今から２万200年ほど前からの自然の営みは、多様で複雑な地

形、地質と気象現象を生み出し、これに適応した様々な生き物たちを育みました。その後、当市

域にも水や自然からの実り・恵みを活かした人間の暮らしが誕生・定着します。特に山と川の恵

みが得やすい東山の丘陵地や河岸段丘上の山裾、西山の山麓一帯にその先駆けがあり、山々の豊

かな自然とその実りを長きにわたり伝え継いでいます。

◆ 国内有数の深い山々で育まれた希少な生き物たち

当市の西側にそびえる北アルプスは、標高 3,000m 前後の峰々が連なる国内有数の山脈です。

標高2,400ｍを超える高山帯の環境は、はるか昔に繰り返された氷期が去って気候が温暖になる

中で高山に移って生き残った高山植物やライチョウ、高山蝶等を育んでいます。

◆ 埋蔵文化財調査から知る人の営みの誕生と変化

人の暮らしや営みの初期の痕跡は、東西の山麓の遺跡から読みとることができます。犀川沿い

の段丘上に、縄文時代の人骨約300体が出土した「北村遺跡」、弥生土器が出土した「ほうろく

屋敷遺跡」、７世紀後半の古代瓦が出土し県内最古級の寺院跡と考えられている「明科廃寺」等

が所在します。多くは犀川とその支流の近くに位置し、時代とともに水との関わりが変化する中

で人々の暮らしや祭祀の形が変わった様子がみえてきます。

一方、犀川の西側には、多くの竪穴建物跡の発見された「他谷遺跡」、紡錘車等の弥生文化を

伝える品が出土した「黒沢川右岸遺跡」や、下流の沖積地の扇端や段丘端に位置する「矢原遺跡

群」などがあり、時代とともに西(扇頂）から徐々に東（扇端）に暮らしが広がっていきました。

◆ 里山の恵みと共生する集落

犀川以東の丘陵地は地すべり地形であるため、人々は、広い水田の確保が困難という条件に適

応しながら、肥沃な土地を活かしたタバコや麻の栽培、綿羊等の山々の恵みと共生する暮らしを

営み、特色ある文化を生み出してきました。当時得た富は、精微な技を駆使した彫刻を組み入れ

た仏堂や仏像等を集落内に残しました。また、山々の恩恵に対する謝意を伝え、作業の安全を祈

る祠や鳥居も尾根筋に見られ、山とのつながりの深さがわかります。

しかし、近現代の交通網の発達以降、著しい人口減少傾向にあり、保存や継承の将来像を見出

していく必要性に迫られています。

◆ 生業・生産活動やくらしと結びつき豊かな生き物を育む森や水辺

東西の里山・山麓部では、小さい規模の水田や畑地、傾斜地、森、水路などと耕作や林業、採

草等の人の営みとが相互に関わりあい、人の手の入る条件に適応して種を維持してきた動植物が

多く生息しています。そして、有史以来脈々と続く人と自然との関わりの深さを伝え続けていま

す。



ストーリー 名称 文化財指定 類型

鳥類・哺乳類
ライチョウ カモシカ ヤマネ (国）
ホンシュウモモンガ 　ホンドオコジョ （県）

国指定
県指定

記念物(動物）

高山蝶
ヤリガタケシジミ  タカネヒカゲ 　クモマベニヒカゲ
コヒオドシ オオイチモンジ ベニヒカゲ
クモマツマキチョウ タカネキマダラセセリ ミヤマモンキチョウ

県指定 記念物(動物）

田沢山の巨大礫 市指定 記念物(地質鉱物）

大水沢の滝 未指定 記念物(地質鉱物）

黒沢の滝 未指定 記念物(地質鉱物）

樽沢の滝 未指定 記念物(地質鉱物）

御種水 未指定 記念物(地質鉱物）

延命水 未指定 記念物(地質鉱物）

微妙水 未指定 記念物(地質鉱物）

一の沢登山道（チョウの道） 未指定 記念物(地質鉱物）

信州の特色ある縄文土器 県指定 有形文化財（美術工芸品：考古資料）

離山遺跡 市指定 記念物(遺跡）

穂高古墳群 市指定 記念物(遺跡）

ほうろく屋敷遺跡 未指定 記念物(遺跡）

北村遺跡 未指定 記念物(遺跡）

他谷遺跡 未指定 記念物(遺跡）

魏石鬼岩窟 未指定 記念物(遺跡）

潮古墳群 未指定 記念物(遺跡）

明科遺跡群明科廃寺 未指定 記念物(遺跡）

黒沢川右岸遺跡 未指定 記念物(遺跡）

矢原遺跡群 未指定 記念物(遺跡）

八面大王伝説 未指定 その他(伝説）

大庄屋関氏文書 市指定 有形文化財(美術工芸品：古文書)

岩洲公園 未指定 記念物（遺跡）

小芹荒神社のケヤキ 市指定 記念物(植物）

塩川原天狗社のケヤキ 市指定 記念物(植物）

小日向のクヌギ 市指定 記念物(植物）

潮沢柏尾・名九鬼の集落景観 未指定 文化的景観

田沢神明宮社叢 市指定 記念物(植物）

南小倉古原のカスミザクラ 市指定 記念物(植物）

住吉神社の社叢 市指定 記念物(植物）

吉野神社のシダレヒノキ 市指定 記念物(植物）

矢原社宮地のマユミ 市指定 記念物(植物）

安曇野のオオルリシジミ 市指定 記念物(動物）

黒沢洞合自然公園 未指定 記念物(植物）

けやきの森自然園 未指定 記念物(植物）

潮神明宮の社叢 未指定 記念物(植物）

満願寺一帯の郷土環境保全地域 未指定 記念物(植物）

穂高神社社叢 未指定 記念物(植物）

川窪沢川沿いの棚田 未指定 文化的景観

長峰山採草地 未指定 文化的景観

国内有数の深い
山々で育まれた
希少な生き物

たち

埋蔵文化財調査
から知る人の営
みの誕生と変化

生業・生産活動
やくらしと結び
つき豊かな生き
物を育む森や

水辺

里山の恵みと
共生する集落
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赤:指定文化財 青:調査委員提案

②関連文化財群Ｂ一覧表

緑字：前版より名称変更
青背景：図上表示なし
黄背景：他群と重複
橙背景：略称化が必要

正福寺の奥に、魏石鬼の窟がある。そこは桓武天皇の時代、八面大王が有

明山に立って中房温泉を見下ろし、「こここそ我が住むべき地」であると、

部下を集めて魏石鬼の窟に住み着いたといわれている。出没自在の魔力を持

ち、雲を起こし、霧を降らせ、天地を飛行する能力を持ち、自ら八面大王と

称した。しかし、この八面大王、村里に出て悪さばかりして乱暴狼藉を働く

ので、朝廷は坂上田村麻呂に命じ、これを退治させた。田村麻呂は、手こず

りながらも矢村の矢助が献じた山鳥の尾の矢を放って、無事退治した。

五体をバラバラにして葬らなければ、蘇生するといわれ、首（筑摩神社に

埋葬）、耳（耳塚に埋葬）、脚（立足に埋葬）をバラバラにして埋めた、と

言う話が伝わる。それぞれに地名となって伝えられている。

窟の上には坂上田村麻呂の創始によると伝えらえる観音堂が建つ。坂上田

村麻呂の守り仏が、京都清水寺の観世音だったため、ここにも勧請したと伝

えられる。観音堂の縁日は一月一六日で、古厩集落の人々が中心になって祭

りが行われている。

正福寺の奥に、魏石鬼岩窟がある。そこは桓武天皇の時代、八面大王が有明山に

立って中房温泉を見下ろし、「こここそ我が住むべき地」であると、部下を集めて魏石

鬼岩窟に住み着いたといわれている。出没自在の魔力を持ち、雲を起こし、霧を降ら

せ、天地を飛行する能力を持ち、自ら八面大王と称した。

しかし、この八面大王、村里に出て悪さばかりして乱暴狼藉を働くので、朝廷は坂

上田村麻呂に命じ、これを退治させた。田村麻呂は、手こずりながらも矢村の矢助が

献じた山鳥の尾の矢を放って、無事退治した。五体をバラバラにして葬らなければ、

蘇生するといわれ、首（筑摩神社に埋葬）、耳（耳塚に埋葬）、脚（立足に埋葬）をバラ

バラにして埋めた、という話が伝わる。

【コラム】 伝説 魏石鬼岩窟と八面大王
有明山の麓に正福寺という寺があり、その奥に魏石鬼岩窟とよばれる古墳が

あります。坂上田村麻呂に対抗するために魏石鬼の八面大王がたてこもったと

いう伝説が残ります。

『金の星』金の星社 大正12年
（1923）９月 第５巻第９号

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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図1.1 キャプション

関連文化財マップ（Ｂ群）

一の沢登山道（蝶の道）

縄文・弥生～古代までの
埋蔵文化財包蔵地
東山の山間部の集落景観

種別 指定等 未指定

記念物

遺跡

名勝地

動物･植物･地質鉱物

文化的景観

伝統的建造物群

関連施設他

種別 指定等 未指定

有形文化財

建造物

美術工芸品

石造物

無形文化財

民俗文化財
有形の民俗文化財

無形の民俗文化財

ー ー

山の神 祠 位置表示の脚注

【図範囲外】

【位置の指定がないまたは表示等
が困難なもの】

【名称の凡例】濃灰色:指定等文化財 淡灰色：未指定の文化財

※

潮神明宮の社叢

【未指定の文化財の表記に関する補足】
(※) 特徴的な集落景観を有する地区
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図1.1 キャプション

関連文化財群Ｂ 写真

安曇野のオオルリシジミ

田沢山の巨大礫

離山遺跡

高山蝶:クモマツマキチョウ

穂高古墳群

暫定版として指定文化財のみ掲載

延命水 一の沢登山道（チョウの道）

ほうろく屋敷遺跡 北村遺跡

北村遺跡：遠景

離山遺跡：遠景

他谷遺跡：遠景

魏石鬼岩窟

魏石鬼岩窟：八面大王
（村上紀子画）

潮古墳群：潮古墳群
遠景（南東から）

明科廃寺：2018年度調査

黒沢川右岸遺跡：文様
がある弥生土器の壺
（黒沢川右岸遺跡）

矢原遺跡群：烏川扇状地
烏川からの導水（水路開
発）と矢原遺跡群

岩洲公園（高松薬師城
等の山城含む：潮沢川
北方、岩洲公園の入口
付近にある高松薬師城
（横谷城）。
巨大な岩壁がそびえて
いる。

潮古墳群：潮古墳群６号墳（上が
東）

動物群:ホンドオコジョ

明科廃寺

明科廃寺：素弁十二
葉蓮華文軒丸瓦

黒沢川右岸遺跡：糸を
撚るための紡錘車
（黒沢川右岸遺跡、直
径6.8cm）

山の神、祠・堂：切久
保の山の神の鳥居

山の神、祠・堂：ふぐ
りひやし 峰方の山の
神の拝殿

ほうろく屋敷遺跡

他谷遺跡

川窪沢川沿いの棚田
長峰山採草地:９月の
草原のようす

川窪沢川沿いの棚田

ケヤキの森自然園:地
すべりにより脱線した
客車（大正13 年頃）

ケヤキの森自然園:廃線
敷の遊歩道とケヤキ林

岩洲公園:白洲岩周辺 潮神明宮:樹洞から顔
をのぞかせたムササビ

潮神明宮:フクロウの
親子

穂高神社社叢:木造の
鳥居

長峰山採草地:15 年ぶ
りに発見されたヒョ
ウモンチョウ

東山の山間部の神社
（山の神祠等）

長峰山採草地

黒沢洞合自然公園

鳥類・哺乳類
ライチョウ

潮沢柏尾・名九鬼の集落景観

岩洲公園

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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③課題と方針

 【課 題】

○明科地域北東部の集落では人口減少が顕著で、

地域の宝物の維持や、その価値を理解し伝え、

継承することが困難になっています。

○人の生活と結びつきの深い自然環境に関す

る地域の宝物の価値に対する市民の理解は、

十分に深まっているとはいえません。

○発掘や生き物に関連する学習や体験は、親

子が興味や関心を抱きやすい分野であり、

市民と地域の宝物との距離を近づける上で

重要ですが、運営体制に限界があり、参加

者のニーズに十分対応できていません。

○希少な動植物や遺跡に関する調査は一定程

度進んでいますが、個別の開発事案への対

応が常に必要であり、そのための体制の確

保が欠かせません。

○穂高古墳群の発掘、オオルリシジミの繁殖

環境の維持等は、大学等の研究機関による

調査結果により、保存・活用を的確に進め

ることができており、今後もその維持が不

可欠です。

【方 針】

○人口減少の顕著な集落の古民家等の維持

管理の現状や価値を把握し、明科地域過

疎対策事業の関係者との共有を図ります。

○博物館等で蓄積した資料を活用し、自然

観察会などの市民の理解促進の機会の充

実に努めます。

○博物館や学校での体験学習の実施にあた

り、市民団体や市民有志等とのつながり

を深め、体験学習への様々なニーズに対

応できる運営体制の強化に努めます。

○動植物や遺跡に関する調査研究等に関す

る現在の現場対応の水準を保持できる体

制の確保に努めます。

○穂高古墳群の発掘、オオルリシジミの繁

殖環境の維持等にあたっては、大学等に

よる調査研究面での協力を継続していく

ための体制や実施方法について、随時調

整しながら、必要な改善等に努めます。

【コラム】 過疎地域の集落の実態 (計画作成のためのワークショップから）

1B、
３、
47B

24、28

８B
37

44、

市内北東端の明科地域潮沢地区

は、かつては人口約1,800人が暮ら

す地域でしたが、現在は約300人と

著しく人口が減少しています。

本計画作成にあたり、当地区で

通年の居住者の人数がごくわずか

となっている名九鬼集落の見学を

含むワークショップを開催しまし

た。区内にお住いの方や市内の別

の地域に在住の方が参加し、課題

や将来の在り方を議論しました。

【課題】

【あり方の提案】

状況と存在を共有すること、関係する人たちのつな

がりを作り出すことがまず大事。

こうした空間に関心をもち

大事な宝物を継承、保存に協力できる第３者の力を

取り込めるしくみやしかけが重要

・課題はすべて現状っぽい書き方になって
いる。

・課題の３つめの「○」は、方針とつな
がりがよくわからない。

・課題の４つめの「○」。「連携による
効果」とあるが、方針は「役割分担」内
容が異なる。

・方針の１つめの「○」。「引き続き現
在の…取り組むとともに」の課題がどれ
に当たるかわからない。
・方針の１つめの「○」の３行目。「文
化的価値」→「文化的な価値」

・方針の２つめの「○」の２行目。「支
える地域住民や市民団体との…力点を置
き」というのがなぜなのかよくわからな
い。
・方針の３つめの「○」。「限界集落内
の古民家等の文化的資源の将来…」
「の」が続く。日本語確認。
・方針の３つめの「○」。「文化的資
源」は定義なし。

・方針の３つめの「○」の「関係者」と
はだれのこと？課題にも「関係者」とあ
るが、そこに住んでいる市民ではなくも
う少し幅広い概念？
・方針の４つめの「○」。「…良好な関
係を」何の？

③課題と方針

 【課 題】

○レッドデータブック作成や埋蔵文化財調査

を通じて、希少な動植物や遺跡に関する調

査や評価は一定程度進んでいますが、常時

対応が必要であり、

埋文調査

8B、
15B
19

【ワークショップで出された意見から】

・現在は家に常時住む人がおらず、墓参りに合わせて受け継いだ敷地

や資産を管理している状況。

・家の資産を管理する者同士も交流がないため、つながりもつくれな

い。地域の今後についてのコンセンサスを形成できない状況。

・ほとんど信仰がない仏像等を「文化財」として（博物館などに閉じ

込めて）保護対象にすることに価値はあるのか。残す意味を考え

ていくべき。

草刈りの行き届いた集落内の墓地 集落内のお堂の見学



博物館の調査研究、収蔵、展示等の運営を側面的に

支える市民活動として代表的例が豊科郷土博物館友

の会です。

書道部、絵手紙部、植物画部、山草部、写真部、戦

時生活部、自然と暮らしの文化部、植物調査部、郷

土史部、タカラさがし部の10のグループがあり、200

人を超える会員数となっています(令和５年度同博物

館年報より）。

中でもタカラさがし部は親子での参加が多く、1回

あたりの参加人数も多い点で、次世代への地域の宝

物の継承推進の原動力になるような活動となってい

るといえます。

・措置の番号は第7章の1～50に対応。
・番号の後ろのアルファベットは関連文化財群の記号で、この群に特化した取り組みであることを示す。
・【措置の記号】●文化課主体 ◇他課と協働・連携 ○他課主体へ協力

・ストーリーではなく、概要

・歴史の特徴から拾い上げる

・キーワード

・伝え残したい価値

・なぜ群として選定したか
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図1.1 キャプション

④措置

４）措置

【知り・関わる】
◆博物館・美術館の運営・企画の充実

【価値を実感しながら守る】
◆埋蔵文化財の保護・調査
◆ちくに基金活用

【受け継ぎ育てる】
◇研究機関フィールド提供

番号 措置 内 容
主担当
または
連携課

新規
継続
の
区分

取組主体 計画

行
政

所
有
者

専
門
家

前
期

後
期

1B

● 安曇野の風景を構
成する文化財調査
(文化的景観地基
礎調査)

・東山の山間部を対象に過年度に実施した民

家や屋敷林等の現状調査を行う。
文 新規 ◎ ○ ◎

3
◇ 古民家重点調査

(再掲）

・文化財的価値の高い民家の情報整理と、資

産転売前の価値調査・記録保存等を行うこ

とが可能な仕組みを構築する。

移
文

新規 〇 〇 〇 ◎

8B

● 博物館･美術館・
記念館等の運営･
企画の充実

・自然体験、発掘体験、古代体験等、子ども
や親子が参加しやすい企画等をそのサポー
ト体制構築と併せて立案、運営する。

文 継続 ◎ 〇 ◎

15B
◇ 各種フェア･イベ

ント機会での発信

・安曇野市環境フェアで自然環境と関わりの

深い地域の宝物を紹介するブースなどを設

置し、価値の発信に努める。

環
文

継続 〇 〇 〇

19

● ちくに生きものみ
らい基金活用によ
る自然体験学習の
推進(再掲）

・ちくに生きものみらい基金を活用し、自然

や生きもの・暮らしに関わる体験学習の活

動を推進する。

文 継続 ◎ 〇

24
● 埋蔵文化財の保

護･調査（再掲）
・埋蔵文化財包蔵地を対象に、開発事業との

調整及び記録保存に努める。
文 継続 ◎ 〇 〇

28
〇 希少動植物の保

護・調査(再掲）
・希少動植物に影響を及ぼす恐れのある開発

事業に対し、影響の軽減を提案協議する。
環 継続 〇 ◎

37

○ 環境管理の人材育
成活動の推進
(再掲）

・「さとぷろ。」での里山等の管理に関わる

人材の育成の取り組みを進める。
耕 継続 〇 〇 〇

44

◇ 研究機関などへの
フィールド提供･
支援(再掲）

・オオルリシジミ、長峰山草原管理、遺跡の学

術発掘調査、建築物調査等での大学や研究機

関へのフィールド提供・連携を継続する。

環
文

継続 〇 〇

47B
○ 明科地域過疎対策

事業推進

・明科地域を対象に進む過疎地域対策の一環

として、東山の集落の文化や価値の発信、

伝統行事継承や参加促進等の課題解決に関

係課の相互連携のもとで取り組む。

政 継続 ◎ ◎ 〇

地
域(

市
民)

地
域(

市
民)

１行重なりあり
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【コラム】 里山や自然への関心を高める取組

■ 「さとぷろ。」の取組

「さとぷろ。」とは、当市が策定した「安曇野市里山再生計画」が目指

す里山再生に関する活動の総称です。市民、企業、行政が一緒になって、

より多くの市民が里山に行き、里山を楽しみ、現代の暮らしに合った形で

里山を活用することが、里山の再生につながるような仕組みづくりを目指

しています。

ちくに基金の紹介？

さとぷろ。とは、安曇野市が策定した「安曇野
市里山再生計画」が目指す里山再生に関する活
動の総称です。市民、企業、行政が一緒になっ
て、より多くの市民が里山に行き、里山を楽し
み、現代の暮らしに合った形で里山を活用する
ことが、里山の再生につながるような仕組みづ
くりを目指しています。

４つのプロジェクトがあります。各プロジェク
トは、プロジェクトの活動に関心のある市民・
企業と行政から構成されています。
また、これらのプロジェクトを見守り、助言を
する協議会があります。

文化財群Bは里山地域やその上流の自然を含めた
「環境の管理」とのかかわりが深い要素で構成
されています。当市では里山再生計画を策定し、
その推進組織を中心に様々な取り組みが行われ
ています。

文化財群Bは里山地域やその上流の自然を含めた「環境の管理」とのかかわりが深い要素で構成され

ています。里山と市民生活の結びつきが薄れている現在では、このような地域の宝物の継承には、より

多くの市民の力が必要といえます。

その関心を高めるうえで重要なのが博物館や里山の管理や活用に関わ

る市民団体等が開催する講座や体験学習です。一例として豊科郷土博物

館の市民活動を紹介します。

図5.5 豊科郷土博物館友の会の活動の様子

■ 博物館での取組

博物館の調査研究、収蔵、展示等の運営を側面的に支える市民活動とし

ての代表例が豊科郷土博物館友の会です。書道部、絵手紙部、植物画部、

山草部、写真部、戦時生活部、自然と暮らしの文化部、植物調査部、郷土

史部、タカラさがし部の10のグループがあり、200人を超える会員数と

なっています(令和５年度同博物館年報より）。中でもタカラさがし部は

親子での参加が多く、1回あたりの参加人数も多い点で、次世代への地域

の宝物の継承推進の原動力になるような活動となっています。

24
● 埋蔵文化財の保護･

調査
・埋蔵文化財包蔵地を対象に、開発事業と

の調整及び記録保存に努める。
文 継続 ◎ 〇 国

タカラさがし部の活動

さとぷろの活動

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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図1.1 キャプション

日本の美術館の約10%が、長野県に集中している
2018年度社会教育調査統計表（文部科学省）で、長
野県内の博物館・美術館の数が345館で日本一である
ことが発表されました。続いて、2位が北海道で331
館、3位が東京都で312館です。美術館数だけで見る
と、日本全国の美術館総数の約10%が長野県に集中し
ています。このことからも、いかに長野県に多くの
芸術文化が眠っているかを知ることができます。

長野県に博物館・美術館が多いのはなぜ？
長野県に博物館・美術館が多いのはなぜでしょう。
その理由を知るひとつの手がかりは、博物館・美術
館の数に比例して、別荘・旅館の数が多いことにあ
ります。観光資源が豊かで人の往来が多い長野県。
地域活性化や文化交流をねらいとして、多くの博物
館・美術館がつくられてきた経緯があるのです。さ
らに、広い敷地を確保できることや晩年を長野県で
過ごした文化人がいることなども、大きな理由とい
えるでしょう。

臼井吉見の『安曇野』(筑摩書房)によってその全貌
がよく伝えられているが,明治30年代の信州には二
つの特色ある私塾があった。一つは,木村熊治が校
長で島崎藤村が英語を担当してキリスト教的自由
主義の濃かった,東信小諸町の〈小諸義塾〉であ
り,他の一つは,内村鑑三の影響を強く受け,その内
村によって「余は小にして大なる,この義塾をひ
そか信州の地に於て発見して,心窃に信州万歳を絶
叫せざるを得なかった。鳴呼広き天下に,此小義塾
に同情を寄するものは他にあるまいか」(『万朝
報』明治34年より)とその存在を世間に賞揚された,
井口喜源治ただ一人が教師という〈研成義塾〉で
ある.

、穂高に私塾研成義塾を興し、
昭和一三年（一九三八）廃校までの四〇年
間に八〇〇人の
塾生を送り出した塾長井口喜源

で登場人物は2000人を超え、ほぼ全員が実名で書かれています。

1.私の塾は苦楽を共にする生活の中で、人間としての立派さを学んでいきます。
2.私の塾は感動の出会いを通して、人間が変わっていく。その感化が永遠のものになって行くことを目指します。
3.私の塾は天から与えられた才能と持ち味を発揮し、一人ひとりの良さを伸ばすことを目指します。
4.私の塾は伝統的な宗教遺産を大事に取り上げ、人の命を大切にし、立派に育て広い心を育てることを目指します。
5.私の塾は自然、人、文化に学び、社会に目を開いていくことを目指します。

(註・これは「安曇野人間教育の源流-研成義塾に学ぶ」井口喜源治記念館発行に出ていた文を参考に、私訳を加えさせて頂き
ました)

https://windychapel.com/np/?p=564

https://www.peace-aichi.com/piace_aichi/201409/vol_58-10.html

研成義塾には内村鑑三、山室軍平、畔上賢造、手塚
縫蔵ら多くの基督者が講演に訪れた[3]。内村は、
1901年9月22日から3日間講演し、『萬朝報』に掲載
した「入信日記」の中で次のように述べている。

南安曇郡東穂高村の地に研成義塾なる小さな私塾が
ある。若し之を慶應義塾とか早稲田専門学校とか言
ふやうな私塾に較べて見たならば、実に見る影もな
いものである。其建物と言へば二間に四間の板屋根
葺きの教場一つと八畳二間の部屋がある許りである。
然し此の小義塾の成立を聞いて、は有明山の巍々た
る頂を望んだ時よりも嬉しかった。此の小塾を開い
た意志は蝶ケ岳の花崗岩よりも硬いものであった。
亦之を維持する精神は万水よりも清いものである。
—「入信日記」
余

「君が代」ではなく「信濃の国は十州に 境つらぬる国にして」が
信州教育のすべてなのである。
とにかく県民の教育意識がきわめて高いこと、また教師自身の
自覚と誇りも高く、信濃教育会編の信州限定教科書を使用して
いたことも特徴

人格教育・教育愛という信州教
育の底流が作られてきました。

然し此の小義塾の成立を聞いては有明山の巍々たる頂を望んだ時よりも嬉
しかった。此の小塾を開いた意志は蝶ケ岳の花崗岩よりも硬いものであっ
た。亦之を維持する精神は万水よりも清いものである。」と述べたそうで
す。

ことを物語ります。戦時中の疎開でこの
地に定着したり、中央の画壇で活躍した後
故郷に戻り後進を育てたりするなど様々な
形で

①ストーリー

先人は、時に厳しい環境をもたらし、一方で時に様々な恵みをもたらす「安曇野の大地」の

中で様々な技を育み、豊かな環境とふれあう恵まれた学びの場を生み出し、後進につないでき

ました。その中で感性を高め、磨いた人々が巣立ち、時に故郷と行き来して、芸術、文学、芸

能等様々な分野に足跡を残しています。

◆ 安曇野を拓いた先人の土地を読み活かす技術

総延長約15kmの緩勾配の水路を、文化13年（1816）に延べ６万人を動員して短期間でつくられ

た拾ケ堰。複数の扇状地を横断するには、高低差を読み解いて造成する必要があり、そのための

測量技術が支えとなりました。この拾ケ堰整備の前後も含め、当市の土地には先人が土の良否や

地形、水の流れを読み解く技術や工夫を礎に土地を拓き、災害や取水を巡る争い等様々な苦難を

乗り越えてきた歴史が刻み込まれています。その詳細は、昭和時代に検土杖で市内各地の土壌の

特色を調べた小穴喜一の著書『土と水から歴史を探る』にも記されています。さらに、明治時代

初期には、より多くの人が利用する登山の場として北アルプスを活かす動きが生まれ、三角測量

の技術を活かして登山道整備が進み、学校登山の実施にもつながりました。当市最高の標高地点

の大天井岳にある三角点は明治39年（1906）に据えられたものです。

◆ 暮らしや権利を守る思いの証

中萱村の多田加助らが中心になって貞享３年(1686)に起こした百姓一揆の貞享騒動は、厳しい

年貢の取り立てに苦しむ領民たちが、生きる権利を求める思いを結集したものでした。その思い

は貞享義民記念館や「多田加助宅跡」に刻みこまれています。この騒動から約200年後の明治13

年（1880）には、等々力町村出身の松澤求策が国会開設運動を展開しました。明治時代になって

わずか10年の間に西洋の思想に範を取り、国政を動かそうとした人々の意識の高さと勤勉さは特

筆されるものです。松澤は「民権鑑加助の面影」という演劇の台本を作成しており、こうした安

曇野の心は、私塾「研成義塾」に引き継がれ、やがて信州の教育に影響を与えました。

◆ 当市で育まれた「学び」の気風の継承

明治30年代に出身地穂高で創設され、廃校までの34年間に約800人の塾生を世に出した井口喜

源治の私塾「研成義塾」。ここに講演に訪れた内村鑑三は、当塾での講演で開塾の意思を「蝶ケ

岳の花崗岩以上の硬さ、塾を維持する精神は万水（よろずい）よりも清い」とエールを送ってい

ます。豊かな自然の中で育まれた井口の強い意志と人格を讃えた一節です。「学生の多数を望ま

ず、一人の教師が一人の生徒と信頼をもって相対する」という確固たる教育精神があり、ここで

人格教育・教育愛という信州教育の底流が作られました。その気風は市内の各所に息づいていま

す。

明科地域の潮沢の山間集落では、江戸時代末期に学び舎として機能する仏堂が各所にありまし

た。明治時代の学校令の公布当時、市内に90を超える学び舎がありました。市内に数多く残る学

び舎の跡には先人の様々な思いや足跡を讃える後輩たちの思いが形として残っています。



ストーリー 名称 文化財指定 類型

拾ケ堰に関する古文書 未指定 有形文化財(美術工芸品：歴史資料）

大天井岳の三等三角点の標石 未指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)

松澤求策の肖像 市指定 有形文化財(美術工芸品：絵画）

貞享義民社の梧竹の額 市指定 有形文化財(美術工芸品：書跡・典籍）

貞享義民社の貞享義烈碑 市指定 有形文化財(美術工芸品：書跡・典籍）

松澤求策関係書（穂高商会関係） 市指定 有形文化財(美術工芸品：歴史資料)

松澤求策関係文書 市指定 有形文化財(美術工芸品：歴史資料)

多田加助住宅跡 県指定 記念物(遺跡)

信濃教育会生涯学習センター 国登録 有形文化財(建造物)

長野県南安曇農業高等学校第二農場日輪舎 国登録 有形文化財(建造物)

新屋公民館 国登録 有形文化財(建造物）

名九鬼の地蔵堂 市指定 有形文化財(建造物)

旧高家小学校跡の西田幾多郎碑 市指定 有形文化財(美術工芸品：書跡・典籍）

井口喜源治関係文書 市指定 有形文化財(美術工芸品：歴史資料)

清澤洌文庫 市指定 有形文化財(美術工芸品：歴史資料)

新田公民館前の藤森桂谷頌徳碑 市指定 有形文化財(石造物)

研成義塾跡 市指定 記念物(遺跡)

研成義塾創設の地跡 市指定 記念物(遺跡)

旧温明小学校跡地のヒマラヤスギ・ユリノキ 市指定 記念物(植物）

旧浄心寺跡のクロマツ・カヤ・イチョウ 市指定 記念物(植物)

碌山美術館碌山館 国登録 有形文化財(建造物)

北條虎吉像 国指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）

碌山美術館の荻原守衛（碌山）全作品 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻・絵画）

髙橋節郎記念美術館収蔵品 未指定 有形文化財(美術工芸品：絵画・工芸品）

小説『安曇野』 未指定 有形文化財(美術工芸品：書跡・典籍)

臼井吉見文学館収蔵品 未指定 有形文化財(美術工芸品：書跡・典籍)

田淵行男記念館収蔵品 未指定 有形文化財(美術工芸品：歴史資料)

熊井啓記念館収蔵品 未指定 有形文化財(美術工芸品：歴史資料)

木製プロペラ 未指定 有形文化財(美術工芸品：歴史資料)

めえめえ児山羊記念碑 未指定 有形文化財(石造物)

ガラ紡機 未指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)

信州安曇野薪能 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)

安曇野を拓いた先
人の土地を読み活

かす技術

暮らしや権利を
守る思いの証

当市で育まれた
「学び」の気風

の継承

『安曇野』に
ゆかりのある
文化人たちの
足跡・作品
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・歴史の特徴から拾い上げる

・キーワード
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図1.1 キャプション

②関連文化財群Ｃ一覧表

◆ 『安曇野』にゆかりのある文化人たちの足跡・作品

「安曇野」の名を広め、定着させたきっかけは臼井吉見の小説『安曇野』と言われています。

この小説は、当市や松本に生まれ育った５人(※）を中心に明治30年代以降の近代日本の社会や

文化、思想を描く長編大河小説です。特に白金地区から千国街道沿いの旧宿場～碌山美術館のエ

リアでは、小説にゆかりの場所や登場する品々に出会い、描かれた先人の時代の流れを垣間見、

その活躍やその足跡を肌で感じることができます。このほかにも市内には先人が残してきた多く

の芸術作品があります。これは、小説『安曇野』に登場する荻原守衛（碌山）をはじめ、様々な

分野の芸術家がこの地で生まれたり、移り住んできた証でもあります。芸術文化活動は現在も

脈々と続いており、市内には美術館・ギャラリーが多数点在し、様々な作家が居住しています。

先人たちが育んだ豊かな自然環境の賜物に違いありません。

※東京で中村屋を創業した相馬愛蔵・良夫妻、近代彫刻の先駆者荻原守衛（碌山）、

私塾「研成義塾」を創設した教育者の井口喜源治、社会運動家の木下尚江の５人。

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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図1.1 キャプション

関連文化財マップ（Ｃ群）

種別 指定等 未指定

記念物

遺跡

名勝地

動物･植物･地質鉱物

文化的景観

伝統的建造物群

関連施設他

種別 指定等 未指定

有形文化財

建造物

美術工芸品

石造物

無形文化財

民俗文化財
有形の民俗文化財

無形の民俗文化財

ー ー

関連施設は白塗り
つぶしより白なし
表現でどうか
■→□または◇

豊科近代美
→安曇野市美

【図範囲外等】

【名称の凡例】濃灰色:指定等文化財 淡灰色：未指定の文化財 黒色：関連施設
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図1.1 キャプション

関連文化財群Ｃ 写真

新田公民館前の藤森桂谷頌徳碑 旧温明小学校跡地の
ヒマラヤスギ・ユリノキ

研成義塾・創設の地跡

碌山美術館碌山館

井口喜源治関係文書

暫定版として指定文化財のみ掲載

拾ケ堰に関する古文書

高山の三角点:安曇野市
最高標高地点、大天井
岳（標高2,922m）
の三等三角点の標石。
明治39年に設置された
もの。

高山の三角点:標石の構造

上部から順に、柱石、盤石、下方盤石があ
り、平地部などには４つの防護石もありま
す。盤石と下方盤石は、もしものために復
元できるように設置したもので、それぞれ
の中心線が一致しています。ただし、高山
地などでは下方盤石がないものもあります。
出典：国土地理院ウェブサイト
（https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/
TOKUBE/KIKA5-sanka6.htm）
第１章 穂高をつくる自然北アルプスを拓
いた人々

旧温明小学校跡地のヒマラ
ヤスギとユリノキ(天然記
念物）

荻原守衛《北條虎吉像》石
膏原型

髙橋節郎記念美術館収蔵品
(「穂高の女神」)

髙橋節郎記念美術館収蔵
品:髙橋節郎《高原の花
園》（安曇野髙橋節郎記念
美術館蔵）

臼井吉見文学館:臼井吉見
文学館展示室

田淵行男記念館収蔵品

「信州安曇野能楽鑑賞
会」:市ホームページイン
フォメーションより抜粋

めえめえ児山羊記念碑:
『童話』第二巻四号の巻頭
を飾る（復刻版・1984年岩
崎書店）

木製プロペラ:豊科郷土博
物館所蔵のサルムソンのプ
ロペラ

「松本飛行場」格納庫前に５
機の飛行機が並んでおり、手
前３機の機体番号は「J-
TELO」「J-TEXD」「J-BABB」。
「J-TELO」はサルムソン、
「J-TEXD」「J-BABB」は
ニューポール81。ニューポー
ル81はサルムソン2A2同様、
第一次世界大戦後にフランス
航空教育団が持ち込んだ機体
で操縦訓練に使用された

田淵記念館関係資料：
田淵行男「常念坊」と
常念岳

大天井岳の三等三角点の標石

臼井吉見文学館収蔵品

松澤求策関係書

貞享義民社の梧竹の額

貞享義民社の貞享義烈碑

荻原守衛《北條虎吉像》石膏原型

碌山美術館の荻原守衛（碌山）全
作品

信濃教育会生涯学習センター

小説『安曇野』

ガラ紡機

研成義塾跡

多田加助住宅跡

碌山美術館の荻原守衛（碌山）
全作品

名九鬼の地蔵堂

木製プロペラ

信州安曇野薪能

田淵記念館関係資料

長野県南安曇農業高等学校
第二農場日輪舎

多田加助住宅跡

新屋公民館

中島輪兵衛が使った測量器

https://www.city.azumino.nagano.jp/site/mizumonogatari/2487.html

髙橋節郎記念美術館収蔵品

同記念美術館HPより

新屋公民館

碌山美術館碌山館

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用



・ストーリーではなく、概要

・歴史の特徴から拾い上げる

・キーワード

・伝え残したい価値

・なぜ群として選定したか

本文
BIZ UDゴシック
フォントサイズ14，12pt
行間 固定値18pt
テキストボックス幅17㎝

見出し
BIZ UDゴシック
フォントサイズ11pt
行間 固定値18pt
左側9.0に合わせる

112

・人物の生い立ちや個々の功績の物語が先行。

・記念館の散在。相互つながりに着目した発信

・人物の功績を生みだした環境や風土との関わ
りを実感できるような案内・発信が必要。

【コラム】 先人の足跡に関する情報の蓄積

多くの活用拠点の存在

・ 課 題 の １ つ め の
「○」。「先行してい
て」というのがどうい
う意味なのかよくわか
らない。
・ 課 題 の ２ つ め の
「○」。３行目。「臼
井吉見文学館等の…調
整が必要です。」とい
うのは、どういう状況
にあるのかこれだけの
説明だとよくわからな
い。関連文化財群の課
題に書く前に説明が必
要では？
・課題の３つめ、４つ
め （ 前 半 部 分 ） の
「○」は。課題ではな
く現状。課題を記載。
・ 課 題 の ３ つ め の
「○」。方針と合って
いない。
・ 方 針 の ２ つ め の
「○」。2行目。「実現
のための‥」→「新市
立博物館の整備実現の
ための…」？
・ 方 針 の ４ つ め の
「○」。「外部の主
体」とは？
・ 方 針 の ４ つ め の
「○」。学生との協働
による創作活動の話し
は？

７Ｃ

11Ｃ
12
49C

８C
16

50

安曇野市文書館は、歴史的若しくは文化的価値を有する公文書や古文書等の地域資料を収集、

保存して、広く利用に供するための施設として、平成30年10月に開館しました。公文書館法を根

拠とした安曇野市文書館条例と安曇野市文書館条例施行規則をもとに運営されています。

文書館で収集する「歴史的若しくは文化的価値を有する公文書等」（安曇野市文書館条例第1 

条）の中に地域資料があります。その多くは

その内訳（五十音順）は、

会田血涙1,085点、青木祥二郎8 点、

飯沼正明35点、井口喜源治35点、

上原良司103点、臼井吉見383点、

清澤洌114点、杉山巣雲12点、

多田加助3点、千国安之輔74点、

藤森桂谷1,375点、松澤求策281点、

務台理作47点である。

個人や法人、団体らが所有してきた資料で、

地域が歩んできた歴史や文化を知ることがで

きる貴重な資料であり、2023（令和５）年12

月末現在263の資料群を有しています。

その中で当館の特徴となっている資料が、

当市にゆかりのある先人の顕彰資料です。

当市のホームページでも多くの先人が紹介

されていますが、文書館では13人、3,555点の

資料が収蔵されています。

https://www.city.azumino.nagano.jp/site/yukari/

安曇野市ゆかりの先人たち(ホームページ）

③課題と方針

 【課 題】

○平成27年度策定の新市立博物館構想は、既

存施設の統廃合も含めた新施設の整備を示

していますが、策定から10年が経過して新

施設の整備には至っていないため、見直し

が必要です。

○人物の生い立ちや個々の功績にまつわる経

緯は、発信と理解が進む一方、何故この地

に多くの偉人と呼ばれる人々が誕生してき

たのか十分に知られていません。

○子どもたちが実物の美術品等と学校で触れ

合うことのできる学校ミュージアムや博物

館のバックヤード見学などの取り組みは効

果の大きい学習手法ですが、準備・運営段

階での職員の負担が少なくないため、運営

頻度や体制の改善が必要です。

○コロナ禍等の影響で創作活動等の実施の方

法も変化しており、その継続をより確実な

ものとしていく必要があります。

【方 針】

○新市立博物館構想策定後の約10年間の社

会情勢の変化や当市の公共施設再配置等

の方針を踏まえ、構想を見直し、整備の

実現に向けた方策の具体化を進めます。

○人物の功績を生みだした環境や風土との

関わりを実感できるような案内・発信に

取り組みます。小説『安曇野』はその

きっかけとなるものであり、関連する文

化財を含めた発信、活用に取り組みます。

○博物館や美術館の特色やノウハウを活か

して、子どもたちが地域の宝物の実物を

肌で理解できる学習機会を継続するため

の改善策を検討します。

○創作活動に関わるアーティストらの意向

や要望等を把握しながら、持続のための

工夫や改善策を講じていくこととします。



・措置の番号は第7章の1～50に対応。
・番号の後ろのアルファベットは関連文化財群の記号で、この群に特化した取り組みであることを示す。
・【措置の記号】●文化課主体 ◇他課と協働・連携 ○他課主体へ協力

④措置

番号 措置 内 容
主担当
または
連携課

新規
継続
の
区分

取組主体 期間

行
政

所
有
者

専
門
家

前
期

後
期

7C
● 新市立博物館整備

及び既存博物館施
設の再編

・新市立博物館構想の見直しにあたり、人物

顕彰のあり方について検討を進める。
文 継続 ◎ 〇 〇

8C
● 博物館･美術館・

記念館等の運営･
企画の充実

・博物館･美術館・記念館等の利用促進や企画

への参加拡大に向けた情報発信の充実を図

る。

文 継続 ◎ 〇 ◎

11C
◇ 書籍出版やグッズ

製作による普及推
進

・小説『安曇野』の復刊（令和7年3月）後の
状況を見た上で、さらなる発信のための方
法を検討する。

政
文

継続 〇 〇

12
○ 小説『安曇野』大

河ドラマ化推進
(再掲）

・小説『安曇野』の大河ドラマ化に向けた啓
発や情報収集、働きかけ等に取り組む。

政 継続 ◎ 〇

16

● 学校ミュージア
ム・バックヤード
ツアー等の推進
(再掲）

・美術工芸品などの地域の宝物を学校への出
張形式で紹介し、実物への理解を深めたり、
博物館のバックヤード見学を通じて子ども
達の関心を高める。

文 継続 ◎ 〇

49C

◇ 地域の宝物めぐり
おすすめコースの
設定と快適性向上
策

・小説『安曇野』、アートライン、『安曇野
風土記』等これまで蓄積したコンテンツを
活用した発信やコース設定、現地案内サイ
ン等の方策の検討を行う。

観
文

継続 〇 〇 〇

50
● 芸術作品等の創作

活動の推進(再
掲）

・地域の宝物を活用したアーティストによる
創作活動（アーティスト・イン・レジデン
ス）等の推進に努める。

文 継続 〇 〇

地
域(

市
民)

【コラム】小説『安曇野』の大河ドラマ化

113

＜コラム＞小説『安曇野』大河ドラマ化にむけて

【コラム】 創作活動の場としての

市指定の文化財の利用

様々な分野のアーティストによる創作活動

の場として、市指定の有形文化財である「鐘

の鳴る丘集会所」が利用されています。

芸術家の公演、作品展示等により、身近な

会場で芸術家が市民と交流する機会が設けら

れています。

小説『安曇野』は、当市をはじめとするこ

の地域にとって大切な財産です。現在、当市

ではこの小説を原作としたNHK大河ドラマ化

の実現に向けた取り組みを通じて、地域の先

人の生き方を次世代に継承し、安曇野の更な

る知名度向上や魅力発信、そして、地域に愛

着をもつきっかけとしていく取り組みを進め

ています。

◆次にプロジェクト「文化・芸術中核都市の実現」に紐づく
事業をご紹介します。（概要12ページ）

まず、「鐘の鳴る丘集会所でのアーティスト・イン・レジデン
ス事業」です。

・現在改修中の穂高鐘の鳴る丘集会所は、令和6年度末に完成
する予定です。令和7年度からは、この施設を拠点としたアー
ティスト・イン・レジデンス事業を進めていきます。アーティ
ストが安曇野の風土や人の中に身を置きながら創作活動を行い、
市民の皆さんもその活動に生で触れてもらいたいと思います。
・穂高鐘の鳴る丘集会所を運営していく費用として（1,479 万
4千円）の計上、芸術大学との連携に係る費用で（500万円）
の計上です。

次に、「小説『安曇野』の地元小中学生へのＰＲ事業」です。

・安曇野の大人たちには、広く知られた小説安曇野ですが、子
どもたちにはあまり広まっていない印象です。
・そこで、子どもたちがこの小説の存在や生まれた経過につい
て知り・興味を持ってもらえるよう、わかりやすい解説動画を
作成し、市内小中学校で活用していきます。その費用として
（220万円）を計上しました。

鐘の鳴る丘集会所での創作活動の案内チラシ小説『安曇野』周知パンフレット

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用



①ストーリー

北アルプスの麓に誕生した複合扇状地、そして、その対岸に位置する山裾に広がる原野を切り

拓いて暮らしの地を獲得してきた先人は、自然からの恵みを最大限享受しながら、災害や疫病等

の脅威から身を守るため、お互いに力を合わせて様々な工夫を講じてきました。

◆ 木戸の守り神と絆の証

平穏な生活を願った人々は集団ごとに結束し、人の力を超越した存在を感じ取り、見出し、それ

を神と名付けました。近所の家々で構成され、日常的に親密な付き合いが行われる木戸（キド）と

呼ばれる※近隣集団は、葬儀など冠婚葬祭の折にも中心的な役割を果たしてきています。この集団

でまつる神仏の代表的なものが当市に約600体ある道祖神です。ほかにもお庚申様、二十三夜様等

信仰を同じくする人の集まり（講）がつくられ、その象徴となる石造物が各所にみられます。

◆ 集落から村、そして地域に広がる神社の信仰

複数の木戸の集まりである集落の神をまつるのが神社です。近代の社格※で村社以上になって

いた神社は65か所にのぼりました。限られた土地に多くの集落が各所に形成されてきた当市の成

り立ちとその持続の仕組みを今に伝えるものです。当市の神社の中で最も古くからの歴史を伝え

るのが穂高神社です。平安時代に朝廷がまとめた神社の一覧『延喜式神名帳』にも記載される、

信濃国では３か所しかない大社に位置付けられ、室町時代から近隣の領主が神職を務め、多くの

人々の信仰を集めています。

◆ 遷宮でつながる穂高神社と村々の神社

老朽化した社殿は定期的に建て替えるのが神社本来の姿とされ、穂高神社では七年に一度の本

殿の修理のための式年遷宮祭、二十年に一度本殿の建て替えのための大遷宮祭が行われます。近

世から現在までの例から、大遷宮祭の折に払い下げられた本殿のほとんどが近隣の神社に払い下

げられています。主祭神を祭る本殿として鎮座したあと、ほかの神社の本殿として再び活躍する

流れが息付いています。

◆ 大事な土地に多数残る「地域を見守る仏様」

人々は暮らしを守るための特別な神の力を通じた絆を深める一方で、仏には神々の発する過剰

な力を鎮める働きを期待し、神と仏の両方のバランスを意識しながら信仰を深めてきました。寺

院は明治時代の廃仏毀釈で大きな変化を余儀なくされましたが、天領だった明科地域では段丘上

の地区を中心に古刹が残り、中世からの仏像等信仰の対象や往時の文書の一部等が今に伝え残さ

れています。

◆ お互いの命を守った「砦」

戦国時代までは人々の暮らす村々の枠を超えて、地域の支配や掠奪を目的とした外敵が襲来す

ることも多くありました。その侵略から人々の命を守るのが地域の砦や山城でした。

犀川以東の東山の一帯には、尾根筋を中心に各所に見張りのための山城が残されています。ま

た犀川以西の扇状地では微高地に堀や土塁を擁した砦や館が設けられています。いずれも先人が

拓いてきた土地や財産を守るための要であり、当時の有力氏族による支配の構造や地域の成り立

ち、歴史を後世に伝え、地域のつながりを確かめ、深める大切な地域の宝物です。

（４）関連文化財群Ｄ 日々の暮らしを守る絆と思いの結晶

・ストーリーではなく、概要

・歴史の特徴から拾い上げる

・キーワード

・伝え残したい価値

・なぜ群として選定したか

本文
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図1.1 キャプション

【穂高の宝p116）

、明治になってわずか
一〇年の間に西洋の思想に範を取り、国政を動かそうとし
た人々の意識の高さと勤勉さには目を見張るものがある。
わけても、穂高という一地方の、しかも士族や豪農ではな
く中農出身の若者が、全国的な運動の旗頭になったことに
は驚きを禁じ得ない。

百年の歴史があり長野県出身者なら誰もが歌える「信濃の
国」の作詞者、浅井洌（きよし）が自由民権運動と関わりが
ある事が分かった。彼は長野師範の教師時代、安曇野出身の
松沢求策*から依頼され国会期成請願書を執筆している。浅
井洌は木下尚江の松本中学時代の恩師でもあった。松本中
（現深志高校）では相馬愛蔵、井口喜源治も学んでいる。

松沢求策は、安曇野の農民の暮らしの中から自由と権利の必
要を説いた。多くの若者が彼に賛同して自由民権の結社「奨
匡社」（しょうきょうしゃ）が生まれた。臼井吉見はその著
『安曇野』で、その水源を江戸時代の百姓一揆のリーダー多
田加助とし、松沢は、その歴史に学んだ活動をしたと推測し
た。こうした安曇野の心は、研成義塾にも引き継がれ、やが
て信州教育へ大きな影響を与えていったといえよう。

この一揆は
藩の今までの
強行的な政治
から、百姓が
ちゃんと生活
できるような
政治への移行
や、村の自治
を認めていく
方向に変わっ
ていく契機と
なったと

小遷宮は六年ないし七年に一度の本殿の修理を指し、かつては
「御破損」と呼ばれた。対して本殿の建て替えを大遷宮と呼び、
数えの二一年に一度行われる。大遷宮祭は、穂高神社の最大の
祭儀と

穂高神社最大の祭儀と呼べる

穂高の宝P70
安曇野市内の神社の中で最も古くからの歴史を伝えるのは、穂
高神社である。平安時代に完成した「延えん喜ぎ式しき」には、
律令法の細則が定められており、その中に名みょう神じん大社
として
「穂高神社一座」が載せられている。名神大社とは、特に霊験
が著しいとされ、国家的な事変に際してその解決のために祈願
を行う神社のことである。穂高神社が古代から霊験あらたかな
神社として重要視されていた。

穂高の宝P70
小遷宮は六年ないし七年に一度の本殿の修理を指し、かつて

は「御破損」と呼ばれた。対して本殿の建て替えを大遷宮と呼
び、数えの二一年に一度行われる。大遷宮祭は、穂高神社の最
大の祭儀と言ってよいだろう。

豊科の宝P95-96
主祭神を祭る本殿は三棟あり、それぞれ一ひと柱はしらずつ、中殿に穂

ほ高たか見みの命みこと、左殿に綿わた津つ見みの命みこと、右殿に瓊に
瓊に杵ぎの尊みことが祭られている。
また別宮として天あま照てらす大おお御み神かみを祭るやや小さめの神
明社があり、あわせて四棟が並んでいる。
大遷宮では新たに中殿が造られる。それ以前の中殿は左殿または右殿と

して使われるが、この時、その本殿は動かさず、次の大遷宮で外側に移動
させる。またその次の大遷宮で、いちばん外側に来ていた本殿が取り壊さ
れることになるが、
払い下げを受けた本殿として、現在最も古いものは、小田多井八幡神社の
本殿という。寛延二年（一七四九）に払い下げられたことから逆算すると、
元禄二年（一六八九）の建築となる。その次から史料の残りが十分では
ない中ではあるが、左の表の通りと推定されている。これ以降は省略する
が、穂高地域の神社への移築が多く、平成元年（一九八九）には、戦後に
開拓された豊里の豊里穂高神社に払い下げられている。。穂高神
社で都合六〇年間、主祭神を祭る本殿として鎮座したあと、ほかの神社の
本殿として再び活躍するのである。

※73ページ参照

※46ページ参照

①ストーリー

北アルプスの麓に誕生した複合扇状地、そして、その対岸に位置する山裾に広がる原野を切り

拓いて暮らしの地を獲得してきた先人は、自然からの恵みを最大限享受しながら、災害や疫病等

の脅威から身を守るため、お互いに力を合わせて様々な工夫を講じてきました。

◆ 木戸の守り神と絆の証

平穏な生活を願った人々は集団ごとに結束し、人の力を超越した存在を感じ取り、見出し、それ

を神と名付けました。近所の家々で構成され、日常的に親密な付き合いが行われる木戸（キド）と

呼ばれる※近隣集団は、葬儀など冠婚葬祭の折にも中心的な役割を果たしてきています。この集団

でまつる神仏の代表的なものが当市に約600体ある道祖神です。ほかにもお庚申様、二十三夜様等

信仰を同じくする人の集まり（講）がつくられ、その象徴となる石造物が各所にみられます。

◆ 集落から村、そして地域に広がる神社の信仰

複数の木戸の集まりである集落の神をまつるのが神社です。近代の社格で村社※以上になって

いた神社は65か所にのぼりました。限られた土地に多くの集落が各所に形成されてきた当市の成

り立ちとその持続の仕組みを今に伝えるものです。当市の神社の中で最も古くからの歴史を伝え

るのが穂高神社です。平安時代に朝廷がまとめた神社の一覧『延喜式神名帳』にも記載される、

信濃国では３か所しかない大社に位置付けられ、室町時代から近隣の領主が神職を務め、多くの

人々の信仰を集めています。

◆ 遷宮でつながる穂高神社と村々の神社

老朽化した社殿は定期的に建て替えるのが神社本来の姿とされ、穂高神社では明治時代に定め

られた神社を格付けする制度の一つで、七年に一度の本殿の修理のための式年遷宮祭、二十年に

一度本殿の建て替えのための大遷宮祭が行われます。近世から現在までの例から、大遷宮祭の折

に払い下げられた本殿のほとんどが近隣の神社に払い下げられています。主祭神を祭る本殿とし

て鎮座したあと、ほかの神社の本殿として再び活躍する流れが息付いています。

◆ 大事な土地に多数残る「地域を見守る仏様」

人々は暮らしを守るための特別な神の力を通じた絆を深める一方で、仏には神々の発する過剰

な力を鎮める働きを期待し、神と仏の両方のバランスを意識しながら信仰を深めてきました。寺

院は明治時代の廃仏毀釈で大きな変化を余儀なくされましたが、天領だった明科地域では段丘上

の地区を中心に古刹が残り、中世からの仏像等信仰の対象が今に伝え残されています。

◆ お互いの命を守った「砦」

戦国時代までは人々の暮らす村々の枠を超えて、地域の支配や掠奪を目的とした外敵が襲来す

ることも多くありました。その侵略から人々の命を守るのが地域の砦や山城でした。

犀川以東の東山の一帯には、尾根筋を中心に各所に見張りのための山城が残されています。ま

た犀川以西の扇状地では微高地に堀や土塁を擁した砦や館が設けられています。いずれも先人が

拓いてきた土地や財産を守るための要であり、当時の有力氏族による支配の構造や地域の成り立

ち、歴史を後世に伝え、地域のつながりを確かめ、深める大切な地域の宝物です。
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②関連文化財群Ｄ一覧表

※１～３の詳細は、本書32～35ページに示す指定等文化財の以下の番号と対応する。
※１：№42.43.45.46.48.51～53.72.73.93. ※２：№111～122.124.125
※３：№96～102

※３

※１

※２

ストーリー 名称 文化財指定 類型
菊花紋道祖神 市指定 有形文化財(石造物）
本村の神代文字碑 市指定 有形文化財(石造物）
新屋公民館前の大黒天と道祖神及び石造群 市指定 有形文化財(石造物）
池桜の石造接吻道祖神 市指定 有形文化財(石造物）
いうなり地蔵 未指定 有形文化財(石造物）
西山の石切り跡 未指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)
本村の大シダレザクラ 市指定 記念物(植物）
南小倉のシダレヒガンの巨木 市指定 記念物(植物）
大室のシダレヒガンの巨木 市指定 記念物(植物）
正福寺の杉 市指定 記念物(植物)
住吉神社御神木「ヒノキ」 市指定 記念物(植物)
小泉金井氏氏神のコノテガシワ 市指定 記念物(植物)
新屋諏訪神社の神楽殿 市指定 有形文化財(建造物）
有明山神社の裕明門ならびに手水舎 市指定 有形文化財(建造物）
長尾の諏訪神社本殿 市指定 有形文化財(建造物）
七日市場の諏訪神社本殿 市指定 有形文化財(建造物）
住吉神社本殿 市指定 有形文化財(建造物）
中萱の熊野神社本殿 市指定 有形文化財(建造物）
中萱の熊野神社旧八坂社本殿 市指定 有形文化財(建造物）
田多井の加茂神社本殿 市指定 有形文化財(建造物）
光の五社本殿 市指定 有形文化財(建造物）
潮神明宮本殿 市指定 有形文化財(建造物）
小芹春日社の神楽殿回り舞台 市指定 有形文化財(建造物）
中村の大己社本殿 市指定 有形文化財(建造物）
潮神明宮の木造狛犬像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
三宮穂高社御造宮定日記 市指定 有形文化財(美術工芸品：古文書)
住吉神社の古文書 市指定 有形文化財(美術工芸品：古文書)
潮神明宮の日岐盛直神田寄進状 市指定 有形文化財(美術工芸品：古文書)
穂高神社若宮社狛犬、 未指定 有形文化財(石造物)
伍社宮狛犬（獅子山） 未指定 有形文化財(石造物)
下鳥羽大同神社の神殿狛犬 未指定 有形文化財(石造物)
吉野神社本殿 市指定 有形文化財(建造物）
及木の伍社本殿 市指定 有形文化財(建造物）
小田多井の八幡神社本殿 市指定 有形文化財(建造物）
本村神社本殿 未指定 有形文化財(建造物）
真々部　諏訪神社本殿 未指定 有形文化財(建造物）
青嶋社本殿 未指定 有形文化財(建造物）
有明山神社脇本殿 未指定 有形文化財(建造物）
穂高神社若宮 未指定 有形文化財(建造物）
豊里神社本殿 未指定 有形文化財(建造物）
松尾寺本堂 国指定 有形文化財(建造物）
法蔵寺山門 県指定 有形文化財(建造物）
光久寺薬師堂 県指定 有形文化財(建造物）
長光寺薬師堂及び宮殿 県指定 有形文化財(建造物）
平福寺の観音堂 市指定 有形文化財(建造物）
宗林寺の本堂 市指定 有形文化財(建造物）
宗林寺の山門 市指定 有形文化財(建造物）
雲龍寺の本堂 市指定 有形文化財(建造物）
雲龍寺の山門 市指定 有形文化財(建造物）
泉福寺の本堂 市指定 有形文化財(建造物）
泉福寺の薬師堂 市指定 有形文化財(建造物）
法蔵寺鐘楼門ほか（建造物5棟） 国登録 有形文化財(建造物）
木造日光菩薩立像・木造月光菩薩立像 県指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
泉福寺木造金剛力士立像 県指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
平福寺木造聖観音立像 県指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
給然寺の紙本観経曼陀羅 市指定 有形文化財(美術工芸品：絵画）
泉福寺の絹本十二天画像 市指定 有形文化財(美術工芸品：絵画）
泉福寺の絹本不動明王像 市指定 有形文化財(美術工芸品：絵画）
専念寺の銅造釈迦誕生仏 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
日光寺の木造金剛力士立像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
重柳大日堂の木造大日如来坐像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
旧仏法寺の木造阿弥陀如来坐像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
大同神社の木造随身半跏像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
正福寺の木造不動明王立像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
耳塚の堂の木造阿弥陀如来坐像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
東光寺の木造阿弥陀如来立像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
一日市場観音堂の木造釈迦如来坐像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
一日市場観音堂の木造聖観世音菩薩立像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
田尻不動堂の木造目赤不動明王立像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
長光寺の木造薬師如来坐像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
雲龍寺の木造大日如来坐像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
龍門寺の木造聖観音菩薩坐像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
平毘沙門堂の木造毘沙門天立像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
潮神明宮の木造狛犬像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
漆久保弥勒堂の木造弥勒菩薩坐像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
小芹薬師堂の木造薬師如来立像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
上生野観音堂の木造聖観音坐像 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
長光寺の木造臥竜彫刻 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻）
泉福寺の紙本武田信玄禁制札 市指定 有形文化財(美術工芸品：古文書）
旧安楽寺跡の石造宝篋印塔 市指定 有形文化財(石造物)
宗林寺の石造宝篋印塔 市指定 有形文化財(石造物)
光久寺の石造宝篋印塔 市指定 有形文化財(石造物)
小泉の梵字庚申塔 市指定 有形文化財(石造物)
旧仏法寺の石造百体観音 市指定 有形の民俗文化財
下押野青柳庵の石仏群 市指定 有形の民俗文化財
吉野の堀屋敷跡 市指定 記念物（遺跡）
吉野町館跡 市指定 記念物（遺跡）
鳥羽館跡 市指定 記念物（遺跡）
飯田砦跡 市指定 記念物（遺跡）
構えの墓屋敷跡 市指定 記念物（遺跡）
法蔵寺館跡 市指定 記念物（遺跡）
光城跡 市指定 記念物（遺跡）
塔ノ原城跡 市指定 記念物（遺跡）
上ノ山城跡 市指定 記念物（遺跡）
小岩嶽城跡 市指定 記念物（遺跡）
小倉城址 市指定 記念物（遺跡）
長尾城址 市指定 記念物（遺跡）
岩原城 未指定 記念物（遺跡）

木戸の守り神
と絆の証

集落から村、そ
して地域に広が
る神社の信仰

遷宮でつながる
穂高神社と村々

の神社

大事な土地に多
数残る「地域を
見守る仏様」

お互いの命を
守った「砦」

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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関連文化財マップ（Ｄ群）

凡例

神社
寺院(掲載作業中）
サクラ（風土記Ⅲより：道祖神・墓地を見守る）
埋蔵文化財包蔵地（山城・城館跡：山地）
埋蔵文化財包蔵地（山城・城館跡：低地）

【未指定の文化財の表記に関する補足】
・▲S 村社格以上の神社 ▲T 寺堂・寺院
・▲の記念物は未指定のサクラ（安曇野風土記Ⅲより）
・未指定の道祖神に関しては図が複雑化するため、掲載していない（本書第4章参照）

種別
指定等
文化財

未指定
文化財

有形文化財

建造物

美術工芸品

石造物

無形文化財 - -

民俗文化財
有形の民俗文化財

無形の民俗文化財

種別
指定等
文化財

未指定
文化財

記念物

遺跡

名勝地

動物･植物･地質鉱物

文化的景観

伝統的建造物群

関連施設

種別 指定等 未指定

有形文化財

建造物

美術工芸品

石造物

無形文化財

民俗文化財
有形の民俗文化財

無形の民俗文化財

ー ー

【名称の凡例】濃灰色:指定等文化財 淡灰色：未指定の文化財
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関連文化財群Ｄ 写真

平福寺 木造聖観音立像

名九鬼の地蔵堂

青柳家の旧松本城大手門

木造日光菩薩立像・
木造月光菩薩立像

松尾寺本堂

吉野の堀屋敷跡

法蔵寺山門

暫定版として指定文化財のみ掲載

いうなり地蔵

木造聖観音立像

犀川右岸段丘上の幕府
領に残る寺院群に残る
彫刻:薬師如来座像

山門等:薬師堂（県宝)

豊科各所に残る館跡:
細萱氏館跡遠景

鳥羽館の堀跡

豊科各所に残る館跡

多田加助住宅跡碑:多
田加助宅跡

貞享義民社の貞享義烈碑:貞享義民
社

道祖神

二十三夜塔

C群へ

中萱 熊野神社本殿

有明山神社の裕明門

田多井 加茂神社本殿 潮神明宮本殿

光久寺薬師堂 長光寺薬師堂及び宮殿

雲龍寺の本堂 泉福寺木造金剛力士立像

小岩嶽城跡

塔ノ原城跡

新屋公民館前の大黒天と道祖神及
び石造群

長光寺の木造薬師如来坐像

鳥羽館跡 小岩嶽城跡

吉野神社本殿

光久寺 木造日光菩薩立像・
木造月光菩薩立像

↑安曇野市文化財マップより

https://butszo.com/?p=23

本村の大シダレザクラ

光城跡

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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４）措置

【知り・関わる】
◆社寺建築調査

【価値を実感しながら守る】
◆修復等の補助
◆防災・防犯対策
◆文化財の新たな指定・登録等

【受け継ぎ育てる】
◆継承活動を支える財源確保
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【コラム】 市民団体と連携した地域探究学習

 

 

→拾ケ堰開削以降、増産増収の祈りが高まり道祖神信仰が高まった。

増産が「木戸」の各家の経済を潤し、道祖神製作費用の拠出に

耐えられた。

→材料となる花崗岩が烏川水系で得られやすかった。梓川水系の

ものも得やすかった。

→有能な高遠石工が近世高遠領だった山形、朝日など比較的近くに
いた。安曇郡にも石工が存在した。

１D
11D

21
22D
23

34D
38D

冊子 岩原のタカラ

当市教育委員会では、学校教育グランドデザイ

ンの中のこれからの教育・学校のあり方について

三つの方向性を示しています。これらのうちの一

つに総合学習の時間等を通じて地域を探究する

「安曇野の時間」が示されており、教員有志の推

進委員会を設置して、市民や市民団体等とも連携

しながら地域の宝物を学ぶ探究学習を実践し、そ

の成果や課題を委員会で共有し、日々の授業に

フィードバックする取り組みを進めています。

市民団体スタッフの案内のもと、子どもたち
は上記のような謎解きシートに沿って自分で
考えながら地域の宝物を学ぶ授業を展開しま
す。

・課題が全て現状っぽい書
き方になっている。
・「宝物」、「地域の宝
物」が乱立している。また
「」を入れるのか入れない
のかも統一。
・方針の１つめの「○」。
「比較的新しい」というの
はどういうもの？
・方針の１つめの「○」。
「市民への理解や関心を高
める発信手法を研究しま
す」の課題がどれにあたる
かわからない。
・方針の２つめの「○」。
もう少し「防犯」という言
葉を出して説明するか？

③課題と方針

 【課 題】

○石造物や江戸時代以前の彫刻の調査は、過

去に比較的多数行われており、近年社寺建

築等の建造物調査も進めています。一方で

明治～昭和時代の集落で育まれた地域の宝

物は十分に把握されておらず、市民への周

知も進んでいません。

○高齢化の進行、人口減少の顕著な山間部の

集落では、地域の宝物の盗難が発生し、近

年の豪雨災害の激甚化も含め、滅失を防ぐ

対策を急ぐ必要があります。

○コロナ禍以降、木戸の中での祭事の運営方

法等に変化が生じ、祭事と一体での継承に

意味のあった石造物等の地域の宝物の存在

意義や意味を地域内で継承することが困難

になっています。

【方 針】

○各集落にある地域の宝物のうち、近代以

降に育まれたものについての把握調査を

進め、近世以前の地域の宝物も含め市民

への理解や関心を高める発信手法を研究

します。

○過疎化の顕著な地域を主対象に地域の宝

物の保存・管理、防犯のための方策をソ

フト・ハードの両面から講じます。

○「地域をよく知る人」と行政や専門家等

の相互連携を深め、地域単位での学習や

活動を推進するための手法や工夫の共有

を図る等して、石造物等の地域の宝物の

価値や意義の理解を様々な地域に広げて

いく基盤を整えます。



・措置の番号は第7章の1～50に対応。
・番号の後ろのアルファベットは関連文化財群の記号で、この群に特化した取り組みであることを示す。
・【措置の記号】●文化課主体 ◇他課と協働・連携 ○他課主体へ協力

番号 措置 内 容
主担当
または
連携課

新規
継続
の
区分

取組主体 期間

行
政

所
有
者

専
門
家

前
期

後
期

1D

● 安曇野の風景を構
成する文化財調査
(文化的景観地基
礎調査)

・サクラの巨樹、火の見櫓、お堂など民家や

屋敷、石造物以外の集落の景観を構成する

地域の宝物についての補完的な調査を行う。

文 新規 ◎ ○ ◎

11D
◇ 書籍出版やグッズ

製作による普及推
進

・上記1Dの調査成果を発信する。
政
文

継続 〇 〇

21
● 修復等の補助事業

(再掲）

・指定等文化財の劣化や破損等の対策に要す

る費用の一部を行政で支援し、所有者の負

担軽減を図る。

文 継続 ◎ ◎ 〇

22D ● 防災･防犯対策

・緊急性の高い地区を重点化し、指定等文化

財の文化財パトロールを継続するとともに、

防災防犯への関心高揚・啓発を行う。

文 継続 〇 ◎ ◎

23

● 保存対策実施の緊
急性が高い文化財
の保存･整備（再
掲）

・保存対策実施の緊急性が高い指定等文化財

を対象に、個別の保存・活用計画の策定を

進め、必要な措置を講じるための基盤を整

えるとともに記録保存を進める。

文 継続 ◎ ◎ 〇 ◎

34D ◇ 地域人材の発掘・

・1Dの調査の実施を通じて、地域をよく知る

人と市民をつなぐことのできる人材の発掘

に向け、関係者交流機会等を創出する。

生
文

継続 〇 〇 〇 〇

38D
◇ 地域学習支援組織

の継承者育成支援

・1Dの調査の実施を通じて、地域の宝物を学

び知る機会を確保するとともに、関係する

地元団体等の活動支援を検討する。

子
耕
生
文

継続 〇 〇 〇

④措置

地
域(

市
民)

【コラム】 当市が行う文化財維持のための補助事業（安曇野市文化財保護事業補助金）
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＜コラム＞神社調査？

候補２ 地域活動の持続に関する取り組み
ふるさと遺産 市民活動の支援の取組

消失危機に直面す
る文化財の保存･
備

必要な措置を講じるための基盤を整える

とともに記録保存を進めます。

文 国

指定文化財の保存管理のための助言及び財政支援として、文化財の状況を把握しながら補修、

修理、復旧等への補助を行っているほか、文化財標柱・説明板改修など情報発信事業、史跡等環

境整備等の事業を行っています。

【令和６年度実績】

・中村の大巳社本殿などの修理…５件

・田沢神明宮奉納獅子舞等の無形民俗文化財の保存伝承への助成…11件

・光の五社本殿等の防災設備点検等に対する助成…６件

・指定等文化財標柱設置…３件

・穂高古墳群Ｇ1、Ｂ4、Ｂ13号墳草刈り

研究成果の報告と価値の学習・情報共有

39
(再掲）

に向け、特に協力者確保のため、地域との

連携のもとで対策を講じる。（例：お船祭

りの担ぎ手募集等の支援等）

文

当市では、指定等文化財の

保存管理のための助言及び財

政支援として、文化財の状況

を把握しながら補修、修理、

復旧等への補助を行っている

ほか、文化財標柱・説明板改

修等情報発信事業、史跡等の

環境整備の事業を行っていま

す。

資金面での補助に関する概

要は右表のとおりです。

対象事業
対象となる文化財
区分

対象経費※１ 補助率※２

修理復旧事業
有形文化財、有形
の民俗文化財、天
然記念物

文化財及び文化財と一体的に
保存すべき設備等の修理及び
復旧に係る経費

対象経費の2
分の1（上限
300万円）

保存伝承事業 無形の民俗文化財
保存、伝承、記録作成及び後
継者育成のための経費

対象経費の3
分の1（上限
10万円）

保存管理事業
有形文化財、民俗
文化財、天然記念
物

文化財の損傷、劣化等を未然
に防ぐための事業に係る経費

防災設備等設置
及び修理事業

有形文化財、有形
の民俗文化財、天
然記念物

火災、盗難等の防災設備の設
置工事及び修理に係る経費

防災設備等管理
運用事業

有形文化財、有形
の民俗文化財、天
然記念物

火災、盗難等の防火設備に係
る保守点検及び維持管理に係
る経費

活用事業 全て 刊行物発行に係る経費

対象経費

※１ 国、県その他の団体から補助金等の交付を受けているときは、対象経費から当該補助金等の
残額を補助金の対象経費とします

※２ １円未満の端数は切り捨て

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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図1.1 キャプション

①ストーリー

北アルプスの麓の大地に暮らし始めた人々は、自然の恵みを最大限に享受することによって生

活を維持し、その脅威から身を守るために様々な工夫をしてきました。その中でも、人の力を超

えるような存在を感じ取って神と名付け、神に願いを聞き届けてもらうために捧げものをし、歓

待するとともに、一定の形式をもって続けてきたのが「祭り」です。家族、木戸、集落、村等の

集団ごとに結束して行われてきた当市の「祭り」は、土地の違いに応じて異なる神への願いや集

団の規模により、多様な形で現在に受け継がれてきています。

◆ 地域の輪をつなぐお船

江戸時代の村の単位をおおむね引き継いでいる現在の行政区単位での神社の例大祭では、木の

枠を船型に組んだ「オフネ」と呼ばれる山車が曳かれるのが大きな特徴です。豪華な人形飾りや、

船べりで揺らぐロウソクなど各地域特有のオフネが曳かれ担がれるお祭りは、春から秋の風物詩

といえるほど盛行しています。当市を特徴づけるこのような祭りは、現在も市内全域の20余の神

社で行なわれています。中でも、穂高神社の御船祭りは近隣の複数の神社の氏子たちが集まり、

多くの観覧者でにぎわう市内でも最大規模の祭りです。

◆ 木戸の守り神・道祖神に願いを込めた祭り

木戸の守り神である道祖神に対しては、１年を通じて季節や地区によって様々な形で祭りが行

われています。新年には道祖神の傍らに御柱が立てられる地区があるほか、小正月には、三九郎

と呼ばれる火祭りが各所で行われます。冬の終わりから春にかけては、穂高神社周辺とそのほか

一部の地区で道祖神に色を塗るお祭りがあり、七夕には道祖神に七夕飾りのついた笹を飾る木戸

も各所にみられます。お盆には三郷地域の住吉・楡と上長尾の北村・東村・西村地区で、子ども

たちがブテン（舞台）を曳く夏の道祖神祭りが開催されます。こうした祭りの多くは子どもたち

が主役であることが多いことから、地域の絆を次の世代につなげていく重要な役割を担うものです。

◆ 暮らしのスタイルに根差した多様な祭り

お船祭りや道祖神祭りなどよりも小さな集団の単位で行われる祭りには、地形や環境、季節に

応じた生活様式や生活暦の特徴が反映されています。

疱瘡の治癒を願う「ほうそう流し」は各地で様々な供え物がみられます。風邪などの退散・平

癒を願う風の神の祭りは、現在は明科地域の山間部の集落での開催に限られますが、かつては市

内の各所で行われていました。

仏堂等をもつ木戸や集落では、小芹の花祭り、川口の観音堂の祭り（岩原）、花見の地蔵堂の

ヒャクマンベ、お不動様の縁日（田尻）、こども念仏（熊倉）等の祭りが行われており、安置さ

れている本尊の祭りや庚申や念仏などの講が行われ、地域の親睦を深める場にもなっています。

安曇野を特徴づける祭りであるオフネ祭りは、現在も市内全域の30余の神社で行なわれてい

ます。豪華な人形飾りや、船べりで揺らぐロウソクなど各地域特有のオフネが曳かれ担がれる

お祭りは、春から秋の風物詩といえるほど盛行しています。

また、「穂高神社の御船祭りの習俗」は長野県無形民俗文化財として、「重柳八幡宮祭り

舟」、「住吉神社のお船祭り」、「潮神明宮の柴舟と人形飾り物」、中萱の「熊野神社のお船

祭り」は安曇野市無形民俗文化財に指定されており、守り伝えるべき重要な文化財としても認

められています。さらに、今後新たに指定される祭りもあることでしょう。

安曇野では一年を通して地区ごとさまざまな「道祖神祭り」が行われます。新年には道祖神

の傍らに御柱が立てられる地区があります。小正月には、三九郎と呼ばれる火祭りが行われま

す。冬の終わりから春にかけては、穂高神社周辺とその他一部の地区で道祖神に色を塗るお祭

りがあります。また、かつては各地で行われていた農作物の豊作を祈る行事「鳥追い」を道祖

神祭りと位置づけている地区もあります。

七夕には道祖神に、七夕飾りのついた笹を飾る木戸も各地にあります。お盆には三郷の住

吉・楡地区と上長尾の北村・東村・西村地区で、子どもたちがブテン（舞台）を曳く夏の道祖

神祭りが開催されます。

家族と同族の祭り

家族集団において繰り返し行われる祭りの多くは、一年を単位として行われます。屋敷内な

どにまつられていて家の安泰を祈る屋敷神の祭りもそうですが、繰り返し行う祭りの中で最も

多いのが、季節の折々に行われる年中行事と呼ばれる祭りです。人日（一月七日）、上巳（三

月三日）、端午（五月五日）、七夕（七月七日）、重陽（九月九日）の五節供や、大晦日の夜

から元旦にかけて年神を迎えて行われる正月、あるいは亡き人を迎えてまつる盆行事などはそ

の代表的なものです。

家族の安泰とイエの永続を期待するとともに、地域社会における生活基盤を確固とするため

に、先祖を同じくする家々は同族（同姓）集団をつくり、冠婚葬祭などの折には寄り集まりま

す。本家を中心として同族の先祖をまつるまつりがその代表的なものです。集団内の家々にお

ける誕生・葬儀の折々、あるいは先祖をまつる盆などにも同族の家々が集まり、本家を中心と

してまつりを支えます。

様々な講とその役割

日常生活の安泰や豊穣を祈るために、二十三夜講・庚申講・念仏講・大黒講などが各地域で

結ばれていました。こうした講の他に、特定な神社を信仰する人々の作る宗教的な講もありま

した。

かつて穂高地域には穂高神社の信者が作る御奉射講、有明山神社の信者による有明講、ある

いは栗尾山満願寺の信者による聖天講や、戸隠講・成田講・八幡講・豊川講などたくさんの講

がありました。

ある目的を達成するための集団が講なのですが、今では念仏講や庚申講の他にはほとんど見

かけなくなってしまいました。

様々な目的を持つ講としての役割を果たすようになりました。葬儀にかかわることも多く無

常講などとも呼ばれて、土葬が行われていた時には墓穴を掘る役を講員が務めたこともありま

した。

安曇野では、家族、木戸、複数の木戸の集まり等様々な単位で

災いを除いたり、豊穣や安寧を祈願した祭りを行ってきていま

す。それぞれの暮らしの単位や願いに応じて多様な形で現在に

受け継がれてきています。

平穏を求め、日々の暮らしの中に人の力を超えるような存在を

感じ取り「神」と名付け家族、木戸、集落、村等の集団ごとに

結束して、「神」に願いを聞き届けてもらうために捧げものを

して歓待するとともに一定の形式をもって祈りを込めて「祭

り」を行ってきました。

人々が行ってきたが祭りです。

上流の山間地、山麓の集落、扇状地内の微高地の集落等、

また、かつては各地で行われてい
た農作物の豊作を祈る行事「鳥追
い」を道祖神祭りと位置づけてい
る木戸もあるほか、

こども念仏善光寺（熊倉） 郷倉祭り（下鳥羽）等

◆ 祭礼の中で誕生した芸術・技術

市内はもちろん、市外からも多くの人々が祭りに参加する穂高神社では、９月の御船祭りのほ

か、３月の御奉射祭、定期的に社殿を建て替える式年遷宮祭（７年に１度の小遷宮祭、20年に１

度の大遷宮祭）等が行われます。それぞれの祭りで用いられる祭祀の用具や、絵馬、曳行される

船に飾られる人形や遷宮祭の期間中に境内に飾られる人形等、祭りにふさわしい飾り物がその高

い制作技術とともに継承されてきています。
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図1.1 キャプション

②関連文化財群Ｅ一覧表

このほか、市内では、各地のお船祭りの人形飾り、有明山神社の神楽殿の天井絵や三郷の一日

市場の舞台等、神社や祭りとのかかわりの中で生まれた芸術作品ともいえる地域の宝物が守り受

け継がれています。

127
128
129
132
133
134
136
137

※１の詳細は、本書32～34ページに示す指定等文化財の№127～129,132～134,136～137と対応する
諏訪神社「おまつり」 諏訪神社「おまつり」 矢原神明宮「あきまつり」 伊夜比古神社「おまつり」
豊里穂高神社「おまつり」 舘宮神社「おまつり」 諏訪神社「おまつり」 大宮神社「おまつり」
諏訪神社「お祭り」 和泉神社「おまつり」 八幡宮「おまつり」 諏訪社「お船祭り」 犀宮社「おまつり」

※１

※1 ※2、※3以外でお船祭りとして現在安曇野市内で行われている祭りは次の通り。

※３

※４

【補足】当市の祭りのうち、※1の対象となっているのは、※２～※４の祭りである。

※２

ストーリー 名称 文化財指定 類型
安曇平のお船祭り 国選択 民俗文化財(無形の民俗文化財)
穂高神社の御船祭りの習俗 県指定 民俗文化財(無形の民俗文化財）
熊野神社のお船祭り 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
住吉神社のお船祭り 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
重柳八幡宮祭り舟 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
潮神明宮の柴舟と人形飾り物 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
荻原神社のお船祭り 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
岩原山神社のお舟祭り 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
真々部　諏訪神社「おまつり」　 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
牧　諏訪神社「おまつり」 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
矢原神明宮「あきまつり」 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
伊夜比古神社「おまつり」 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
豊里穂高神社「おまつり」　 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
舘宮神社「おまつり」 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
新屋　諏訪神社「おまつり」 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
大宮神社「おまつり」 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
立足　諏訪神社「お祭り」 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
和泉神社「おまつり」 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
八幡宮「おまつり」　 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
犀宮社「おまつり」　 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
三郷の道祖神祭り（北小倉の御柱、上長尾の道祖神祭り、楡・住吉
の道祖神祭り）

県指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)

福俵（成相・新田） 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
三九郎 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
一日市場東村御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
一日市場本町(中町)御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
一日市場本町(下町)御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
一日市場上町御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
新田御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
成相御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
田尻南木戸御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
柏原倉平御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
塚原巾上御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
塚原中部御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
吉野町御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
吉野中村御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
吉野梶海渡御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
吉野荒井御柱 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
真々部殿村の道祖神祭り 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
疱瘡神様の祭り 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
柏尾大日堂の風神様祭り 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
清水の風の神様の祭り 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
川口観音堂のさしまわし 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
熊倉の子ども念仏 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
小芹の花祭り 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
花見の地蔵堂のヒャクマンベ 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
田尻の目赤不動の縁日 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
下鳥羽の郷蔵祭り 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
寺所の念仏講 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
大足毘沙門堂のお庚申 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
一日市場の屋台（ぶてん・舞台） 市指定 有形文化財(建造物)
二木の屋台（ぶてん） 市指定 有形文化財(建造物)
上長尾の屋台（ぶてん） 市指定 有形文化財(建造物)
北小倉白山社の屋台（ぶてん） 市指定 有形文化財(建造物)
七日市場の屋台（ぶてん） 市指定 有形文化財(建造物)
有明山神社神楽殿の小組格天井板絵 市指定 有形文化財(美術工芸品：絵画)
下堀扇町諏訪神社　神鏡 市指定 有形文化財(美術工芸品：彫刻)
穂高神社の鷺足膳 市指定 有形文化財(美術工芸品：工芸品)
穂高人形 未指定 有形文化財(美術工芸品：工芸品)
有明山神社の詩歌集「残月集」 市指定 有形文化財(美術工芸品：書跡・典籍)
新屋諏訪神社の絵馬 市指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)
住吉神社の絵馬 市指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)
平福寺の絵馬・唐絵・仏画 市指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)
伍社宮の絵馬 市指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)
淨心寺の絵馬 市指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)
中萱熊野神社の絵馬 市指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)
新屋諏訪神社の拝殿修復寄付者名板 市指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)
平福寺の俳句懸額 市指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)
穂高神社式年遷座祭 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
穂高神社のお奉射神事 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
野沢祭りばやし 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
上長尾の獅子舞 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)
田沢神明宮奉納獅子舞 市指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)

地域の輪を
つなぐお船

木戸の守り神・
道祖神に願いを
込めた祭り

暮らしの
スタイルに
根差した

多様な祭り

祭礼の中で誕生
した芸術・技術
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図1.1 キャプション

関連文化財マップ（Ｅ群）

凡例

御柱立て14か所あり
御1～御14でナンバリング

種別 指定等 未指定

記念物

遺跡

名勝地

動物･植物･地質鉱物

文化的景観

伝統的建造物群

関連施設他

種別 指定等 未指定

有形文化財

建造物

美術工芸品

石造物

無形文化財

民俗文化財
有形の民俗文化財

無形の民俗文化財

ー ー

【位置指定がないもの】

【名称の凡例】濃灰色:指定等文化財 淡灰色：未指定の文化財

【位置の定めや表示が困難なもの】

【位置の指定がないまたは
表示等が困難なもの】
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図1.1 キャプション

関連文化財群Ｅ 写真

潮神明宮の柴舟と人形飾り物

穂高神社お奉射神事

福俵

一日市場の屋台

上長尾の獅子舞

上長尾の道祖神祭り

穂高神社の御船祭りの習俗

住吉神社の絵馬

暫定版として指定文化財のみ掲載

穂高神社の御船祭りの
習俗:穂高区の子供船

市内の他の御船祭り:
熊野神社のお船祭り

市内の他の御船祭り:
住吉神社のお船祭り

市内の他の御船祭り:
潮神明宮の柴舟と人形
飾り物

市内の他の御船祭り:
荻原神社のお船祭り

市内の他の御船祭り:
岩原山神社のお舟祭り疱瘡神様の祭り

大日堂の風神様祭り:
清水の風の神（平成25
年（2013））

清水の風の神様の祭り 川口観音堂のさしまわし

熊倉の子ども念仏:鉦に合わせ、
念仏とともに数珠を回す子ど
もたち（平成24年（2012））
（写真提供：下田忠寿）

穂高神社式年遷座祭:
小遷宮の本殿遷座祭
（平成28年(2016)）

穂高人形

上から
七星会「加藤清正の虎
退治」、睦友社「天孫
降臨」、一真会「桜井
の別れ」

熊倉の子ども念仏

岩原山神社のお舟祭り

熊野神社のお船祭り

穂高神社式年遷座祭

有明山神社神楽殿の
小組格天井板絵

穂高神社の御船祭りの習俗

小泉和泉神社祭り

熊野神社のお船祭り

三九郎

下堀扇町諏訪神社の神鏡

上長尾の道祖神祭り

穂高人形
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図1.1 キャプション

【コラム】約20年前に新たに生まれたお船祭り ～豊里穂高神社例大祭～

・課題は課題っぽくない書き方。
・課題の１つめの「○」。「今後はその発信・周知、維持・持
続が重要になります。」方針と合っていない。
・課題の２つめの「○」。課題ではない。現状。（アンケート
調査より）は削除。課題を書くところ。アンケートがどうかで
はなく、アンケート、ヒアリング、日々感じている問題、協議
会での意見、様々な情報から市として課題を整理すべき。
・課題の３つめの「○」。「文化財指定等」→「文化財の指定
等」
・方針の１つめの「○」。「今後の継続に向けた」は何の？
・方針の２つめの「○」。何の・主語がよくわからない。

③課題と方針

 【課 題】

○指定等文化財となっているお船祭り、道祖

神祭り等の調査、研究が近年進められてき

ましたが、担い手の減少等の影響でその運

営等に変化が生じています。その変化の詳

細についての把握が十分にできていません。

○時代の流れに応じた祭り等の運営方法を模

索する団体や、資金や人材の支援を求める

声があるなか、その工夫や課題を関係者間

で共有できていません。

○文化財の指定等を受けていない祭りや身近

な祭り等について、コロナ禍等の影響もあ

り今後衰退していく傾向がより一層強まっ

ていると考えられますが、その実態把握は

十分にできていません

今後の継承のための方策を見出映像等による

記録保存、伝承等の支援に取り組みます。

祭りの今後の継続に向けた支援措置や市民

連携策の検討に活かします。

8E

8E
23

34E
38E

39

平成16年までは祭典のほかに、オフネを曳くことは無
かったが、オフネを曳きたいという機運は高まってい
た。

穂高地域の豊里区は、明治44年（1911)以来、

陸軍歩兵松本五十連隊の演習地として使用され、

戦後、開拓による入植が始まった地区です。昭

和37年（1962）に穂高神社を勧請し、氏神とし

て豊里穂高神社をまつり、昭和53年(1978）に

豊里公民館北の現在地に遷座し、平成元年

（1989)５月穂高神社の御遷宮に際し、旧本殿

の払い下げを受けて、現在の社殿としました。

平成16年(2004）までは祭典のほかに、オフネ

を曳くことはありませんでしたが、オフネを曳

きたいという機運は高まり、神社勧請から20年

目の節目に開拓者たちの心意気を見習い、子ど

もたちに夢を持ってもらおうと、オフネをつく

ることを決めました。

当初は資金もなく、市内から移り住んできて

いたオフネづくりの経験者や芸術家、大工の技

術を持った人たちが中心となり手押しの一輪車

のタイヤを12輪取り付けた山車がオフネでした。

その後、協力者も増え、穂高神社と「穂高人

形・御船祭保存会」の協力のもと、地区の人の

共同作業でオフネづくり、子どもたちを集めて

のお囃子などの練習が進められ、平成21年の秋

の例大祭で初めてオフネが曳かれました。

比較的新しいお船祭りですが、平成29年には、

オフネ作りのマニュアルと経過記録写真を収録

したオフネ絵図集を刊行して、継続・伝承にも

努めています。

（「安曇野風土記Ⅱ」及び「安曇平のお船祭り」より作成）

大八車を使用した山車 平成29年(2017)曳行のオフネ
（豊科郷土博物館での再現展示）

③課題と方針

 【課 題】

○指定等文化財と祭りの担い手の減少等の影

響でその運営等に変化が生じています。そ

の変化の詳細についての把握は十分にでき

ておらず、市民にもその実態が伝わってい

ません。

○文化財の指定等を受けていない祭り等につ

いては、コロナ禍等の影響もあり今後衰退

していく傾向がより一層強まっていると考

えられますが、その実態把握は十分にでき

ていません。

○時代の流れに応じた祭り等の運営方法を模

索する団体や、資金や人材の支援を求める

声がある中、その工夫や課題を関係者間で

共有できていません。

○祭りの次世代への継承、地域外からの協力

確保等の担い手の育成に向け、継承に係る

資金の確保や人的支援を求める声がある中、

有効な対応策を見い出せていません。

【方 針】

○過去に把握した祭りの実態や運営主体の

意向確認等を通じ、祭りをめぐる変化等

を分析し、市民に向けた発信に取り組み

ます。

○未指定の祭りについての実態把握に努め、

特に消失危機に直面する祭りについては、

関係者の声も聴きながら、記録作成等を

行います。

○地域で中心となって関わる人や行政が祭

りの価値や意義の理解促進、今後の継承

に向けた工夫について、共有したり情報

交換できる機会を設けます。

○祭りやその用具等の保存・管理、活用等

の担い手を増やしていくために必要な要

望等を考慮し、支援策の具体化について

検討を進めます。



・措置の番号は第7章の1～50に対応。
・番号の後ろのアルファベットは関連文化財群の記号で、この群に特化した取り組みであることを示す。
・【措置の記号】●文化課主体 ◇他課と協働・連携 ○他課主体へ協力

④措置

番号 措置 内 容
主担当
または
連携課

新規
継続
の
区分

取組主体 期間

行
政

所
有
者

専
門
家

前
期

後
期

8E
● 博物館･美術館・

記念館等の運営･
企画の充実

・これまで調査してきた市内で行われている
祭り等の現況を調査し、その状況等を発信
する。

・お船祭り、道祖神祭り以外の祭りにも着目
し、より小さい単位の祭りの価値や意義を
周知する機会を設ける。

文 継続 ◎ 〇 ◎

23

● 保存対策実施の緊
急性が高い文化財
の保存･整備（再
掲）

・保存対策実施の緊急性が高い指定等文化財
を対象に、個別の保存活用計画の策定を進
め、必要な措置を講じるための基盤を整え
るとともに記録保存を進める。

文 継続 ◎ ◎ 〇 ◎

34E ◇ 地域人材の発掘

・祭り等の意味や意義を伝え、世代の間をと
り持てる人・コーディネーターとなる人材
発掘に向け、関係者相互の情報交換や意見
交換の機会を設ける。

生
文

継続 〇 〇 〇 〇

38E
◇ 地域学習支援組織

の継承者育成支援

・公民館・育成会等を活用して祭り等に関す
る地域への理解と価値の共有を図るための
学習や体験活動を支援する。

子
耕
生
文

継続 〇 〇 〇

39
● 祭り継承活動支援

（再掲）

・地域のつながり維持に重要な祭りの継承に
向け、特に協力者確保のため、地域との連
携のもとで対策を講じる。（例：お船祭り
の担ぎ手募集等の支援等）

文 新規 〇 ◎ 〇

地
域(

市
民)

岩原担ぎ船

【コラム】 地域の祭りへの一般参加 ～担ぎ舟の担ぎ手の一般募集～
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＜コラム＞岩原のお船祭り

砂渡（すさど）山神社は安曇野市堀金（旧堀金村）の岩原地区にあり、地元では岩原山神社あるいは山神社（やまじ
んじゃ）と呼ばれています。この山神社の例祭で曳航する「お舟」には車輪がなく、人が担いで移動させます。この
お舟担ぎは200年程前まで穂高神社などで行われていた古い貴重な形の祭りで、市内で現存する唯一の担ぎ舟として、
市の無形文化財に登録されています。しかし担ぎ手の不足やコロナ禍での技術伝承の問題などから、継続が危ぶまれ
ています。幸い、昨年は広く担ぎ手を募集したところ市内外から多くの方が参加してくださり、 5年ぶりにお舟を担
ぐことができました。

砂渡（すさど）山神社は安曇野市堀金（旧堀金村）の岩原
地区にあり、地元では岩原山神社あるいは山神社（やまじん
じゃ）と呼ばれています。この山神社の例祭で曳航する「お
舟」には車輪がなく、人が担いで移動させます。このお舟担
ぎは200年程前まで穂高神社などで行われていた古い貴重な形
の祭りで、市内で現存する唯一の担ぎ舟として、市の無形文
化財に登録されています。しかし担ぎ手の不足やコロナ禍で
の技術伝承の問題などから、継続が危ぶまれ、安曇野市堀金
烏川の岩原区の祭典保存会ではお舟の担ぎ手を区外からも募
集しました。

同祭りは市の無形民俗文化財に指定されている市内唯一の担
ぎ舟だが、近年は担ぎ手不足が課題になっていた。新型コロ
ナウイルス禍の影響で舟を担ぐのは５年ぶりとなり、今年を
機に祭りのにぎわいを取り戻したい考えだ。

担ぎ舟は長さ９メートル、高さ４メートル、幅２メートル
で、通常は神社の約３００メートル東にある「舟張り場」で
組み立てられる。本祭りの日に保存会が神社まで担ぎ、境内
を３周した後、舟を坂に転がして壊す。昨年は感染防止など
のため、境内で舟を作って展示するのみにとどめた。
今年は多くの人に祭りを見てもらおうと、４月１４日に近

くの国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区のガイドセン
ター前で骨組みを作る。宵祭りの２７日に五色の幕などを飾
り付け、本祭りの２８日に公園から神社まで担いで登る。福
まきなどの催しも検討している。
舟の製作や担ぎ手はこれまで、１８～５０歳の岩原区民で

つくる保存会が担ってきた。しかしコロナ禍を機に活動に参
加する会員が減少し、現在の実動部隊は４５歳以上を中心と
した２０人ほどだ。約１トンの舟を担ぐには少なくとも３０
人が必要で、尾日向和孝会長（４９）は「今動いている会員
が抜けると担ぎ舟ができなくなってしまう」と危機感を募ら
せる。
氏子総代の百瀬新治さんによると、山神社は昭和３８（１

９６３）年まで、烏川渓谷の林野に入会権を持つ２４村で祭
られてきた。舟も麓の村々が交代で担いでいた歴史があると
いう。百瀬さんは「ピンチをチャンスに変え、昔のように勢
いのある祭りにしたい」と願う。
保存会自体も今後規約を改正し、定年以上の元会員を相談

役にしたり女性も会員になれたりと、参加しやすい形に変え
ていく。尾日向会長は「伝統ある祭りを守っていきたい。賛
同してくれる人はぜひ来てほしい」と広く参加を呼び掛ける。

砂渡山神社は堀金地域の岩原地区にあ

り、地元では岩原山神社あるいは山神社

と呼ばれています。

この山神社の例祭で曳行する「お舟」

には車輪がなく、人が担いで移動させま

す。このお舟担ぎは200年程前まで穂高神

社などで行われていた古い貴重な形の祭

りで、市内で現存する唯一の担ぎ舟とし

て、市の無形の民俗文化財に指定されて

います。しかし担ぎ手の不足やコロナ禍

の影響で、担ぐことは５年間途絶えてい

ました。

技術伝承の面からも継続が危ぶまれた

ことから、祭典保存会では2024年からお

舟の担ぎ手を区外からも募集して、祭り

を継続しています。

また、お舟は近くの国営アルプスあづ

みの公園にも展示され、より多くの人に

向けてその存在を発信しています。

岩原山神社保存会のお舟祭りのホームページ

すさど
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図1.1 キャプション

①ストーリー

江戸時代以前の安曇野には扇央部を中心に、水持ちの悪い土地が多く広がっていました。これ

を克服し生産の場へと姿を変えるきっかけになったのは横堰の開削による農業水利技術の発達で

す。さらに、江戸時代以降、社会の安定、時の流れとともに様々な技術が全国的にも広がり、安

曇野でもこれらが取り入れられるとともに、安曇野の自然環境の特性を十分に知り尽くしたうえ

で巧みに活かし暮らしの中に取り込み、様々な糧を得て、暮らしの支えとしてきています。

◆クヌギに育つ「やまこ」からとる緑の絹糸

1800年代に入ると、天蚕の飼育が始まります。

クヌギが生育しやすい土地環境を活かして天蚕を飼育

◆蚕種

養蚕がもたらした数々の実り ～寒冷な気候と良好な水はけのよい土壌を収入源に転換～

寒さと乾燥は、水田耕作には厳しい条件です。江戸時代の横堰や新田開発で、水田耕作面積

が広がったとはいえ、三郷地域の西側扇央部等には広く荒れ地が残っていました。

明治期の近代化とともに衣食住が変化 絹糸生産の需要が高まる

蚕の生産に必要な種を保管する冷涼な気候・環境条件

クワが育ちやすい砂質で水はけのよい土壌、涼しい気象条件により

家蚕の通年生産

ここで得た富は集落景観や街並みにも反映され、今にもその名残を知ることができます。

◆湧水を活かしたわさびと養鱒

安曇野市内の川でも、明治期にはサケやマスをとることができました。産卵のために、海か

ら川をのぼって泳いできていたからです。そのころは、サケやマスをとることを仕事にしている

人も多くいました。しかし、水力発電所やダムが作られるようになると、海の魚は遡上できなく

なり、収穫も減少しました。そこで、豊富な湧水を活かし、当時日本で始まったばかりのニジマ

スの養殖が取り入れられました。大正15年、明科の倉科多策がマスの養殖場を作り、これが今の

「長野県水産試験場」となりました。信州サーモンを生みだすなど、安曇野の水産業の発展につ

ながっています。

同じような時期にわさび栽培も始まりました。

◆多様な自然からの恵みを活かした観光

稲作中心→多様な生産活動が展開されるようになりました。
江戸時代以前の安曇野には扇央部を中心に、水持ちの悪い土地が多く広がっていました。これを克服
し生産の場へと姿を変えるきっかけになったのは横堰の開削による農業水利技術の発達です。

①ストーリー

江戸時代の横堰の整備や新田開発で、扇央部に水田耕作が広がりましたが、江戸時代後期から明

治時代初期の有明村の西部、小倉村等の区域は、水田耕作が難しい条件に変わりはありませんでし

た。先人は生活の糧を得るべく、工夫を凝らし、扇央部では桑を育てての養蚕、自生するクヌギで

育てる天蚕、扇端部、湧水池では梨栽培等に取り組みました。明治維新以降、近代化に伴い様々な

技術開発が進む中、こうしたエリアの環境の特性を十分に知り尽くした先人は、新たな技術を巧み

に生業の中に取り込み、様々な糧を得て、安定した暮らしの支えとしてきました。

◆ 緑と白の絹糸を生む繭の生産

○ 有明天蚕紬（穂高天蚕糸）の生産

江戸時代末期に有明で天蚕の飼育が本格的に始まります。天然のクヌギ林にいた天蚕の

幼虫（やまこ）と緑色の繭の美しさに魅せられて、趣味的に飼育を始めたのがきっかけと

されています。その後、飼育林整備、繰糸技法も確立し、量産され、明治時代中期に全盛

期を迎えました。しかし明治35年（1902）の病害発生やその後の焼岳噴火の降灰で市域で

の天蚕の飼育は途絶えていました。戦後、復興の取り組みが進み、飼育や機織り等の技術

を後継者に伝承するため天蚕センターが整備され、天蚕飼育が行われています。その繭糸

は家蚕と混ぜて交織した天蚕紬の生産に用いられています。

○ 蚕種保存技術の確立と養蚕

扇央部に砂質で水はけのよい土壌があり、蚕の餌であるクワが育ちやすい条件が広がっ

ていました。また、山麓の涼しい気象条件を活かして蚕種(蚕の卵）の冷蔵保存を行う技術

を磨き、年複数回の生産を可能としました。さらに、近代化とともに衣食住が変化し、絹

糸生産の需要も高まったことも相まって、蚕の生産は拡大し、農家の暮らしも豊かになり

ました。豊蚕を祈る石造物の神様(蚕神等）が生まれ、市内各地にも蚕種の仲買人が訪れそ

の接待で豊科や穂高の料理屋や旅館等が繁盛し、三郷地域の野沢では得られた富を元手に

洗馬の脇本陣を移築した生産者も現れました。気候と土地を活かした先人の生産の知恵は、

民家を大きく立派なものに導き、花街等の賑わいを生み出し、現在の町並みにもその名残

を刻み込んでいます。

◆ 湧水を活かす新たな生業

○ 鮭狩猟に代わって養鱒

市内の川でも、明治時代には産卵期に遡上するサケやマスをとることができ、これを生

業とする人も多くいました。しかし、水力発電所やダムの整備に伴い、海の魚は遡上でき

なくなり、収穫も減少したため、豊富な湧水を活かし、当時日本で始まったばかりのニジ

マスの養殖が取り入れられました。大正15年（1926）、明科の倉科多策が下流のダム等の

整備に伴う漁業補償金等を原資にして継続性ある資金運用のもと、マスの養殖場の整備を

進め、これが今の「長野県水産試験場」となりました。近年では、信州サーモンを生みだ

すなど、安曇野の水産業の発展につながっています。

○ 梨に代わってわさび栽培

明治時代初めから大正時代中頃まで、重柳から北穂高にかけては、県下有数の梨の栽培

地でした。湧水による梨の病害を防ぐために掘割を作って梨の木陰でわさびを作ったとこ

ろ、梨もわさびも良好に育ったことがわさび栽培の契機となりました。

そうしぎほう

はたおり

けんし

かさん こうしょく



ストーリー 名称 文化財指定 類型

穂高天蚕糸 未指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)

有明紬 未指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)

天蚕飼育技術 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)

天蚕飼育林 未指定 文化的景観

新屋・耳塚の集落景観 未指定 文化的景観

れんが造の蔵 未指定 有形文化財(建造物)

津島社の養蚕大神 未指定 有形文化財（石造物）

蚕種保存技術・保存具他関連資料 未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財)

戸隠神社の鼠除け札 未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財）

風穴・栃平集落跡 未指定 民俗文化財（有形の民俗文化財）

玄蕃稲荷神社の初午の祭り 未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財）

小泉和泉神社の祭り 未指定 民俗文化財（無形の民俗文化財)

寺所の山桑の古木 市指定 記念物(植物）

一日市場東の桑の大樹 市指定 記念物(植物）

一日市場西の桑の大樹 市指定 記念物(植物）

野沢地区の集落景観 未指定 文化的景観

長野県水産試験場 未指定 有形文化財(建造物)

漁具 未指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)

わさびの平地式栽培 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)

信州サーモンの生産技術 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)

わさび畑と養鱒場 未指定 文化的景観

等々力地区の集落景観 未指定 文化的景観

中房温泉本館菊ほか（建造物7棟） 国登録 有形文化財(建造物)

穂高鐘の鳴る丘集会所 市指定 有形文化財(建造物)

山小屋（燕山荘、蝶ケ岳ヒュッテ、合戦小屋） 未指定 有形文化財(建造物)

前常念岳石室 未指定 有形文化財(建造物)

宮城第一発電所 未指定 有形文化財(建造物)

須砂渡発電所 未指定 有形文化財(建造物)

中房温泉の膠状珪酸および珪華 国指定 記念物(地質鉱物）
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図1.1 キャプション

②関連文化財群Ｆ一覧表

◆官林を桑畑、さらにはりんご畑に

鐘の鳴る丘集会所は、大正８年(1919)に温泉観光を目的に長野から移築された遊郭の建物で、

引湯がうまくいかずにで手放され、昭和21年（1946）から更生施設「有明高原寮」として利用さ

れた後、取り壊しを惜しむ市民の声を踏まえ移転再整備されたものです。現在は学生たちの文化

芸術活動の場としても利用されています。

山々を縫って流れだす川の水は発電に用いられ、明治37年の発電所が今もなお機能しています。

江戸末期～大正にかけての時期の山岳の恵み活用の動きは、100年を超える今にも脈々と受け

継がれています。

（穂高天蚕糸）
天蚕飼育林

その後、関東大震災で静岡のわさび栽培地が被害を受け東京に出荷できなくなり、当地の

わさびに高い値がついたことで梨畑や低湿地の水田がわさび畑に変わりました。湧水を利用

した平地式栽培は全国でも当市だけです。ほぼ平坦な面で栽培できるので生産効率に優れて

います。湧き出す場所の地質の違いで砂づくりと石づくりの２種類の畑があり、畑の色が異

なるため独特の景観を形成します。平坦地でいたるところから湧き出す水を一定の水深に保

つ必要があるため、水を流す排水路があるのが特徴で、その排水を養鱒に使うという合理的

な生産のしくみが確立されています。

◆ 山岳からの恵みを活かした人々の交流・新たな産業

北アルプスに続く山地に人々が行きかう契機となった中房温泉は、文政４年（1821）に松本藩

の命を受けた百瀬茂八郎が営み始めた湯小屋が原点です。大正時代にはその子孫が温泉地内に

プールやテニスコートを設置、往時の建物のうち一部は現在も利用されています。同じころ信濃

教育会南安曇部会は北アルプスに設置した石室を利用して動植物調査を実施し、その教員が生徒

を引き連れたことが学校登山へと発展しました。穂高鐘の鳴る丘集会所は、大正８年(1919)に温

泉観光を目的に長野から移築された遊郭の建物で昭和21年（1946）から更生施設「有明高原寮」

として利用された後、取り壊しを惜しむ市民の声を踏まえ移転・再整備されたものです。現在は、

文化芸術活動の場としても利用されています。山々を縫って流れだす川の水は発電に用いられ、

当市域や近隣の地域の他、一時は東京にも送電されていました。明治37年(1904)に整備された宮

城第一発電所は今もなお機能しています。このように江戸時代末期～大正時代の山岳からの恵み

の活用の動きは、100年を超える今も脈々と受け継がれています。

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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図1.1 キャプション

関連文化財マップ（Ｆ群）

128

拡大図併用で
活用拠点含めて整理を検討中

曽根原家ー有明 等々力家-等々力
ビレッジ－重柳 国営公園ー岩原

等の説明を追記中

種別 指定等 未指定

記念物

遺跡

名勝地

動物･植物･地質鉱物

文化的景観

伝統的建造物群

関連施設他

種別 指定等 未指定

有形文化財

建造物

美術工芸品

石造物

無形文化財

民俗文化財
有形の民俗文化財

無形の民俗文化財

ー ー

穂高神社の関係が混在

わさび栽培の文字表示

養鱒の文字表示

【名称の凡例】濃灰色:指定等文化財 淡灰色：未指定の文化財 黒色：関連施設

（※）

特徴的な集落景観を有する地区【未指定の文化財の表記に関する補足】 わさび畑と養鱒場の広がる区域（※）
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図1.1 キャプション

関連化財群Ｆ 写真

小泉和泉神社の祭り

中房温泉本館菊ほか

129

天蚕センター:天蚕セ
ンター公式ホームペー
ジより

新屋・耳塚の集落景観

新屋・耳塚の集落景観:
赤沼千史宅の入り口

新屋・耳塚の集落景観:
生垣と屋敷林に囲まれ
た大通り

新屋・耳塚の集落景観:
林芳郎宅の屋敷林

養蚕にまつわる看板
「秋蚕種製造業 大東館」

風穴・栃平集落跡

れんが造の蔵

わさびの平地式栽培

等々力地区の集落景観:大王わ
さび農場に向かう小道から

信州サーモンの生産技術

長野県水産試験場

中房温泉の膠状珪酸お
よび珪華:「白滝の湯」
付近の珪華。
珪華の塊に葉の印象化
石が見られる。

鐘の鳴る丘集会所:映画「鐘の鳴る
丘」のロケ地になった有明高原寮
(昭和20年代半ば～30年代)

等々力地区の集落景観

鐘の鳴る丘集会所:鐘の
鳴る丘集会所前で開催
された鐘の鳴る丘を歌
う会・早春賦愛唱会主
催「歌声広場in鐘の
鳴る丘」（令和２年10
月24日）。NHK連続テ
レビ小説「エール」の
放送に因んでのイベン
ト。

前常念岳石室 宮城第一発電所

新屋・耳塚の集落景観:白
壁の蔵が並ぶ

蚕種保存技術・保存具
他関連資料:本光館 飯沼甚蔵氏の
蚕室
（明治44年刊行『南安曇郡案内』
より）

穂高鐘の鳴る丘集会所

新屋・耳塚の集落景観

蚕種保存技術・保存具他関連資料

天蚕飼育技術（穂高天蚕糸）

中房温泉の膠状珪酸および珪華

烏川の水力発電所

津島社の養蚕大神

小泉和泉神社祭り:和泉神社境内蚕神神社
祠とモロブタに入れられた米粉の繭団子
（平成31年（2019））

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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図1.1 キャプション

○Ｐ１３０
・課題の１つめの「○」。「要
素」とは？文化財群？
・課題の１つめの「○」。現状
しか記載さていない。方針とも
合っていない。

・課題の４つめの「○」。「要
素」とは？文化財群？

・方針の３つめの「○」。「上
記の価値と合わせ」とあるが、
方針１つ１つで完結する説明の
仕方をすること。

・方針の４つめの「○」。「エ
リア」とは？関連文化財群はエ
リアではなく、ストーリー。

１F
3
7F

2
48

25

29F
49F

【コラム】 指定等文化財と駐車場・トイレ

自家用車での移動が多い当市では、

ストーリーを体感する活用策の具体

化にあたって、今後、駐車場やトイ

レの位置や規模にも目を向けていく

必要が生じてくると考えられます。

指定等文化財の中でも専用駐車場

をもつ文化財は、そこを拠点にした

一帯の散策等を通じて地域の宝物に

まつわるストーリーを理解したり体

感する拠点にもなり得ることから重

要な位置にあると考えられます(写

真上段）。

また、専用の駐車場を隣接する公

園駐車場と一体的に確保している

ケースもあります(写真下段）。

0 10 50m

0 10 50m

0 20 100m

本陣等々力家

曽根原家住宅

Ｐ

WC

Ｐ

山口家庭園

国営アルプス
あづみの公園
駐車場

0 20 100m

碌山美術館

Ｐ

碌山公園
碌山公園
駐車場

③課題と方針

 【課 題】

○わさび畑、養鱒場周辺や、過去に天蚕や養

蚕で栄えた集落の景観の詳細は十分に把握

し切れておらず、その誕生の背景等への市

民の理解は十分ではありません。

○わさび栽培、天蚕飼育、養鱒は、担い手の

高齢化、気候変動などの影響を受け、将来

の産業としての持続という面に課題を抱え

ています。

○この群に区分される地域の宝物には、現在

も生産等の場として維持されているものが

含まれ、文化財等としての法的な保護を目

指すべき対象が明確に定まっていません。

○この群に区分される地域の宝物は、本市の

文化財として象徴性・拠点性のある「曽根

原家住宅」、「本陣等々力家住宅」と近い

位置にあり、複数のストーリーに触れる場

になる可能性を有していますが、周遊利用

等についてはあまり進んでいません。

【方 針】

○わさび栽培、天蚕飼育、養鱒の生産の場

周辺における暮らしの環境との関係を調

査し、発信できる資料等を整え、今後想

定される博物館整備にも役立てます。

○それぞれの産業の文化的な側面からの価

値を明らかにし、体験プログラム等にも

活用できる形に整理し、付加価値向上に

つなげる方策を具体化します。

○今後指定等による保存を重視するものと、

活用主体で維持を重視するものを区分す

るための方向性を見出します。

○拠点となる文化財からの連続性、つなが

りを高める具体策を様々な主体の連携の

もとで検討し、複数のストーリーを理解、

体感できる関連文化財群としての保存・

活用につなげます。

松尾寺

Ｐ
鐘の鳴る丘集会所

穂高郷土資料館

松尾寺 本尊

ようそん



・措置の番号は第7章の1～50に対応。
・番号の後ろのアルファベットは関連文化財群の記号で、この群に特化した取り組みであることを示す。
・【措置の記号】●文化課主体 ◇他課と協働・連携 ○他課主体へ協力

④措置

番号 措置 内 容
主担当
または
連携課

新規
継続
の
区分

取組主体 期間

行
政

所
有
者

専
門
家

前
期

後
期

1F

● 安曇野の風景を構
成する文化財調査
(文化的景観地基
礎調査)

・過年度に実施したわさび栽培、天蚕等の現
状やそのほか関連する内容の補完的な調査
を行い、これらの文化的景観としての価値
についての評価を行う。

文 新規 ◎ ○ ◎

2
○ 世界農業遺産登録

に向けた調査･検
討 (再掲）

・世界農業遺産登録に向けて必要な調査・検
討を行う。

農 新規 〇

3
◇ 古民家重点調査

(再掲）

・文化財的価値の高い民家の情報整理と、資
産転売前の価値調査・記録保存等を行うこ
とが可能な仕組みを構築する。

移
文

新規 〇 〇 〇 ◎

7F
● 新市立博物館整備

及び既存博物館施
設の再編

・関連文化財群Ｆに関する調査研究成果を新
市立博物館の特色付けに有効なコンテンツ
として位置付け、整備計画検討に有効活用
する。

文 継続 ◎ ○ 〇

25
● 文化財の新たな指

定等(再掲）
・未指定文化財を対象にして、新たな指定等
を行う。

文 継続 ◎ ○ 〇 ◎

29F ○ 本陣等々力家活用

・本陣等々力家の周辺にはわさび栽培、養鱒
の環境が集積しており、建造物・敷地等有
効活用の民間提案との連携の中で、相互に
価値を高める方策を検討する。

観 継続 〇 〇 〇 〇

48
○ 特産体験プログラ

ム推進のための連
携 (再掲）

・天蚕、わさび、養鱒等の体験や案内充実に
向け、施設や関係者の間での歴史文化の学
習や情報共有を図る。

  例）観光関係者向けまちめぐり

観
農

継続 〇 〇 〇

49F

◇ 地域の宝物めぐり
おすすめコースの
設定と快適性向上
策

・本陣等々力家、曽根原家も含め、移動手段
等も考慮した利活用のケーススタディに基
づく具体策の検討を行う。

観
文

継続 〇 〇 〇

地
域(
市
民)

【コラム】 地域の宝物を見て歩く市民団体主催のガイドウォークイベント
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＜コラム＞本陣等々力家活用

を開催しています。拠点となる場所をスタート
にして、独自の周遊コースを設けガイドウォー
クを行い、ぬかくどで炊いたおにぎりを食する
プログラムが定期的に開催されています。

市内では地域の宝物を活用し

て集落や市街地を歩く様々なイ

ベントが行われていますが、中

でも15年以上継続し、合計35回

に達する「ふるさとウォッチン

グ安曇野」のイベント(主催：

NPO法人安曇野ふるさとづくり

応援団）では、毎回異なるコー

スが設けられています。

実施したコースがマップ化さ

れ、ホームページでも公開され

ており、今後の地域の宝物の活

用にも役立てられる貴重な資料

にもなっています。
ふるさとウォッチングマップ No2

（出典：安曇野さんぽ ホームページ https://azumino-sanpo.info/category/guide-walking/）

第８章 地域の宝物の一体的・総合的な保存・活用
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図1.1 キャプション

①ストーリー

肥沃で災害の少ない場所に散在する形で生まれてきた当市の集落は、治水や土木技術の発達と

ともに相互につながりを持ちつつ、徐々に拡大してきました。これにより、人や物の行き来が盛

んになり、一帯の経済や文化が発展しました。その道筋や川筋を活かした物や人の動きの違いは、

東西の地形と水の流れの違いに由来する特徴的なものです。また、寺院や神社ともつながる信仰

の道としての役割も果たしています。

◆ 山と海を結ぶ西の道筋

中世安曇郡の道筋の骨格を形成してきたのは、一帯を南北に貫く千国道です。千国道は複数あ

りますが、特に現在の穂高の市街地付近の道筋は、経路の変遷こそあれ、大町と穂高、さらに松

本方面へと人や物の流れをつなぐ千国街道と呼ばれる道でした。穂高神社への参道や満願寺に続

く栗尾道にも分岐しており、参詣・信仰の道でもありました。街道筋の保高宿（穂高宿）には、

町屋造の建物や明治時代以降の看板建築等もみられ、近くの穂高神社や本陣等々力家、井口喜源

治の記念館等と併せ、この一帯の江戸時代末期～現在の歴史を凝縮し伝える区域となっています。

同じく千国街道沿いで松本方面への交通の要衝であった真々部では、穂高とともに定期的に市が

開かれて馬などが交易され、真々部氏の館周辺の寺や道の形状になぞらえ、七寺八小路と呼ばれ

ました。

このほか、当市の南西端には槍ヶ岳への登山道を開いた播隆上人と関わりのある飛騨と信州を

結ぶ飛州新道等、人・物・文化の交流を支えた道筋もみられます。

◆ 川と暮らしをつなぐ東の道筋・水運

市内東側に流れる犀川は松本と長野を結ぶ大きな川です。この川と川沿いに走る川手道が市内

東側の交易の骨格となっています。江戸時代の絵図「正保国絵図」では、川手道は安曇郡内を通

る千国街道より太く濃く描かれています。犀川沿いでは支流と合流する澪筋付近で経済活動の痕

跡となる遺跡等も見られ、川手道は古くからの重要な路線でした。江戸時代には陸上輸送路が整

備され、街道筋では牛馬を主とした荷継ぎや人の移動が業態として確立されていたことから、よ

り大量に物資を輸送する手段として川で舟を使うことに重点が置かれていました。この条件下で

生まれたのが犀川通船です。天保４年（1833）に始まり、明治時代には最大で30艘の船を保有し、

松本～信州新町を結んでいました。明治35年(1902)の篠ノ井線開通やその後の道路や橋梁の整備

に伴い役割を終えましたが、船着き場跡、渡し場跡が当時の面影を残しています。

◆ 満願寺への参詣の道

穂高牧に位置する満願寺は坂上田村麻呂が創始したと伝わる寺院で、戦国時代から観音霊場と

して、江戸時代には信濃三十三番札所の二十六番札所として安曇・筑摩両郡の人々の信仰を集め

ていました。西山山麓に置かれた当寺が、山を西方浄土に見立て、目の前の川と両側の山を境に、

あの世へと旅立つ場所であると考えられていたことが戦国時代の古文書から読み取れます。昭和

50年代までは、盆の新仏様のお迎えに早朝から多くの人が歩いて訪れる風習もありました。

江戸時代、満願寺は観音札所として安曇・筑摩両郡の人々の信仰を集め

ていた。寛文六年（一六六六）までに成立した信濃三十三番札所の二十六

番に数えられている。また安曇野市域及び旧梓川村域にわたる川西三十四

番札所も宝暦七年（一七五七）までに整えられたが、満願寺はその一番、

巡拝の出発点となる

にふさわしい寺であった。

今も、豊科の新田から満願寺へと向かっていた栗尾道の

痕跡がわずかに残っている。沿道には元禄二年（一六八九）

の銘が彫られた道標が立つ。新田町村の庄屋・藤森与兵衛の建立という。

栗尾道はこのほかにも何本か設定されていたようだが、現在は圃場整備な

どによる土地の改変で分からなくなっている。かつてはこれらの栗尾道を

通って多くの参詣者が訪れたことだろう。

庶民による心のよりどころ。

仏迎え 新盆

昭和20年代まで8 月9 日のお施餓鬼の日に、安曇野の各地から
新仏がある家はホトケムカエのために満
願寺に参詣して、通夜をして翌10日に帰ったと言われる。

古代から川は物流の道

中馬に伝馬等 牛馬に頼ることが多い中

より大量に輸送する手段として川を利用して舟で運搬する方法

こうして渡船に頼って川を渡っていた方法も明治三五年

（一九〇二）には犀川橋が、昭和五年（一九三〇）には木

戸橋が、昭和六年（一九三一）には睦橋ができたので、渡

船は順次廃止されていった。睦橋と木戸橋の間にあった小

泉・小立野間の渡し場だけは昭和二一年（一九四六）まで

営業していたという

明科駅周辺へと移動していった。鉄道の開通によって設置
された明科駅は、人々が盛んに利用し、駅周辺には繭の仲
買人をはじめとする商人などが宿泊する旅館が四軒もあ
り、料理屋も大正六年（一九一七）には一五軒を数えたと
いう。料理屋に女性はつきもので、最盛期には三〇人もの
芸者がいたという。物資の集積地としておおいに賑わって
いたことがわかる。
第５

室町時代、文明15年2月3日付の穂高神社の
文書「穂高社造営所役注文」には、「千国
大道」と記されている、特に戦国時代の
「敵に塩を送る」の故事となる塩の輸送路
として重要視された[3][4]。江戸時代の松本
藩でも、北塩（糸魚川側の塩）の流通のみ
を認めた[5]ことから、荷役牛・馬（積雪期
は歩荷のみ）による運搬を容易にするため、
街道の線形の見直しや整備が続けられてき
た

人や物資が往来する過程で多くの神社仏閣、道祖神や石仏等が建立、安置さ
れるなど、街道沿いに豊かな文化がはぐくまれてきた。特に安曇野の古社穂
高神社や仁科神明宮、若一王子神社への参詣路として重視された。また千国
街道で大町に至り、更に上水内郡の西山地域を越える山道は、西国から善光
寺への参詣路として頻繁に利用された。こうした信仰の場や史跡は、21世紀
の現在も残され保存の対象になっている。過去の文化、風俗等の資料は、塩
の道資料館（糸魚川市根知）、千国の庄史料館（小谷村千国）、塩の道博物
館（大町市）など各地の資料館にもまとめられ、展示や伝承が行われている。

WIKI 千国街道

千国道
中世、安曇郡を縦貫する街道といえば千国道であった。
千国道は複数あり、特に穂高郷の東を通る道は千国大道と
呼ばれた。この道が糸魚川街道と呼ばれる向きもあるが、。古厩町の西には、掘がめぐらされた古厩氏の館が
あったというが、これと一体の防御施設と考えても良いだろうか。
なお、西山山麓には宮城、新屋、牧、田多井、小倉をつなぐもうひとつの千国道があった。
弥次さん喜多さんが訪れた宮城不動や松尾寺、満願寺などもこの周辺にある。信仰の道としての性格が強い千
国道である。

地域の宝 穂高

地域の宝 明科

戦国時代の「敵に塩を送る」の故事となる塩の輸送路として重要視された道筋です。

かつては明科の中央を流れる犀

川通船が盛んで、木戸橋あたりが物資の集積地としてにぎ

わっていた。犀川通船は信州新町や長野方面に物資を運ぶ

ために重要な役割を果たしていたのである。川は西と東の

交流をしにくくもしていたが、各所に渡し場があり、東西

の人の行き来は渡し場を利用していたものであった。

江戸時代の川手道

正保国絵図には、松城下町の北から蟻ヶ崎村を通り、田沢村、光村、

塔原村、明科村、潮村へ抜ける道が朱書きで一里塚とともに描かれている。

安曇郡内を通る糸魚川街道より太く濃く描かれており、重要性が高かった

ことを示している。この道筋には古墳時代の遺跡も多く発見されることか

ら、古くからの交通路であった。元禄国絵図になると、スタートが松本城

下の六九町になり、糸魚川街道と同じ濃さの朱書きになった。一里塚も描かれなくなり、その重要

性が低下する。続く天保国絵図でははっきりしなくなる。日本海から太平

洋への物流が糸魚川道に比重が移るとともに、天保三年（一八三二）の犀

川通船の開始も大きい。

市内の西側では、拾ケ堰にも通船があったとされています。

◆多様な自然からの恵みを活かした観光
天蚕の収益 →温泉開発 → 遊郭を移築して有明高原寮

同じく千国道沿いで松本方面への交通の要衝であった真々部では、穂高とともに定期的に市が開か
れて馬などが交易されており、当地の支配者の真々部氏の繁栄ぶりは、真々部氏の館周辺の寺や道の
形状になぞらえ、七寺八小路と呼ばれた。



ストーリー 名称 文化財指定 類型

十王堂 未指定 有形文化財(建造物)

穂高神社の手洗石と手水舎 市指定 有形文化財(石造物)

穂高神社の神橋 市指定 有形文化財(石造物)

青面金剛像と二十三夜塔（等々力町） 未指定 有形文化財(石造物)

穂高神社の絵馬 市指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)

千国街道 未指定 記念物(遺跡）

穂高神社大門の欅 市指定 記念物(植物）

穂高神社若宮西の欅 市指定 記念物(植物）

真々部氏館跡 市指定 記念物(遺跡）

真々部の七寺八小路 未指定 記念物(遺跡）

真々部地区の集落景観 未指定 文化的景観

播隆上人六字名号碑 未指定 有形文化財(石造物)

大滝山登山道（飛州新道の一部） 未指定 記念物(遺跡）

羽子沢
は ご さわ

番所跡 未指定 記念物(遺跡）

川手道 未指定 記念物(遺跡）

押野筏改場跡 未指定 記念物(遺跡）

木戸、荻原の渡船場跡 未指定 記念物(遺跡）

小泉、下生野の渡船場跡 未指定 記念物(遺跡）

熊倉の渡し跡 未指定 記念物(遺跡）

満願寺の微妙橋 市指定 有形文化財(建造物)

満願寺の聖天堂 市指定 有形文化財(建造物)

満願寺の古文書 市指定 有形文化財(美術工芸品：古文書)

道標(栗尾道道標） 未指定 有形文化財(石造物)

満願寺の絵馬 市指定 民俗文化財(有形の民俗文化財)

満願寺のホトケムカエ（お施餓鬼） 未指定 民俗文化財(無形の民俗文化財)

栗尾道 未指定 記念物(遺跡）

漆久保トンネル 未指定 有形文化財(建造物)

小沢川橋梁 未指定 有形文化財(建造物)

三五山トンネル 未指定 有形文化財(建造物)

スイッチバック式信号跡 未指定 有形文化財(建造物)

田沢橋 未指定 有形文化財(建造物)

旧国鉄篠ノ井線廃線敷 未指定 記念物(遺跡）

山と海を結ぶ
西の道筋

川と暮らしを
つなぐ東の
道筋・水運

満願寺への
参詣の道

物流の近代化を
伝える遺産

・ストーリーではなく、概要

・歴史の特徴から拾い上げる

・キーワード

・伝え残したい価値

・なぜ群として選定したか 本文
BIZ UDゴシック
フォントサイズ14，12pt
行間 固定値18pt
テキストボックス幅17㎝

見出し
BIZ UDゴシック
フォントサイズ11pt
行間 固定値18pt
左側9.0に合わせる
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図1.1 キャプション

②関連文化財群Ｇ一覧表

また、文化11年（1814）には成相組の大庄屋・藤森善兵衛の案内で、江戸から十返舎一九が
訪れ、著作『東海道中膝栗毛』で満願寺の威容を描いています。

犀川通船 荷継場跡（木戸）

満願寺に通じる道(栗尾道）は複数あったとされていますが、これらのうち豊科の新田を起

点とする道筋には、元禄２年（1689）の道標や天保３年（1832）の丁石も建てられており、

おおよその道筋と当時の人々の信仰の篤さをうかがい知ることができます。

◆ 物流の近代化を伝える遺産

篠ノ井線は、明治35年（1902）に市域内で最初に開通した鉄道です。明科駅は川手道の東側

に開業し、旅客貨物の集積地として賑わうようになり、駅を中心に計画的に新しい町づくりが

進められ、現在の明科駅前の原型が生まれてきました。

一方、山間部を縫う鉄道の縦断勾配は急で、効率の良い運行条件ではなかったこともあり、

昭和63年（1988）に西条・明科間にほぼ直線のトンネルが開けられた結果、当初の開通から輸

送を担ってきた路線は廃線となりました。この区間が現在の篠ノ井線廃線敷の散策路で、当時

から残る煉瓦造のトンネルや橋梁等をみることができます。明科地域に多い泥岩層由来の土を

使ってつくられた煉瓦は、地産地消スタイルの近代化遺産を今に伝えます。
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・ストーリーではなく、概要

・歴史の特徴から拾い上げる

・キーワード

・伝え残したい価値

・なぜ群として選定したか 本文
BIZ UDゴシック
フォントサイズ14，12pt
行間 固定値18pt
テキストボックス幅17㎝

見出し
BIZ UDゴシック
フォントサイズ11pt
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図1.1 キャプション

関連文化財マップ（Ｇ群）

【未指定の文化財の表記に関する補足】

・ 栗尾道道標

種別 指定等 未指定

記念物

遺跡

名勝地

動物･植物･地質鉱物

文化的景観

伝統的建造物群

関連施設他

種別 指定等 未指定

有形文化財

建造物

美術工芸品

石造物

無形文化財

民俗文化財
有形の民俗文化財

無形の民俗文化財

ー ー

K

【名称の凡例】濃灰色:指定等文化財 淡灰色：未指定の文化財

（※2）

特徴的な集落景観を有する地区

（※1）

（※2）（※1） 道筋



穂高神社若宮西の欅

穂高神社の神橋

穂高神社大門の欅

・ストーリーではなく、概要

・歴史の特徴から拾い上げる

・キーワード

・伝え残したい価値

・なぜ群として選定したか

本文
BIZ UDゴシック
フォントサイズ14，12pt
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見出し
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図1.1 キャプション

関連文化財群Ｇ 写真

池桜の石造接吻道祖神

縦2.7
横3.86

満願寺の聖天堂

満願寺の古文書 満願寺の絵馬

満願寺の絵馬

写真

穂高神社の手洗石と手水舎

暫定版として指定文化財のみ掲載

青面金剛像と二十三夜塔（等々力町）

真々部氏館跡

真々部地区の集落景
観：「町通り」

真々部地区の集落景観：田中の本
山宅を東から

羽子沢番所跡

川手道：現在の川手
道

漁具（投網）

道標（栗尾道道標）

満願寺のホトケムカエ（お施餓鬼）

漁具：中央の長い柄
のものが鮭を獲った
ヤス。その手前の長
い網がほっぱ漁用の
網。下は筌さまざま

十王堂：保高宿の十王堂敷
地内に立つ青面金剛像と二
十三夜塔（等々力町）

真々部地区の集落景観

真々部地区の集落景観

千国街道

十王堂

川手道

熊倉の渡し跡

三五山トンネル 旧国鉄篠ノ井線廃線敷

満願寺の微妙橋
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図1.1 キャプション

【コラム】 まちなかでの案内ガイド

○Ｐ１３６
・課題の１つめの「○」。「関連調査成
果」とは？
・課題の２つめ、３つめの「○」。現状
しか記載されていない。

・課題の３つめの「○」の３行目。「区
域ですので」→「区域のため」？

・課題の３つめの「○」には「住民」と
あるが、４つめの「○」は「市民」。方
針の２つめの「○」は「地域住民」。計
画全体的には「市民」を使っていること
が多い？用語を整理。統一すること。

・課題の３つめの「○」。最後の行。
「連携」とあるが、方針に記載なし。

・方針の２つめの「○」。課題と合って
いない。

・方針の２つめの「○」。「地域資源」
は定義なし。

４G

25G

20G

34G
47
49

千国街道沿いの宿場町の名残が残る穂高のまちなかと川手道沿いに生まれた明科駅前のまちな

かには、まちを形作る地形を反映した段差や、成り立ちを伝える新旧の道筋や水路などと併せ、

古くからの住宅や店舗、土蔵や堂、道祖神などもみられ、住まいの形態や信仰など暮らしの姿を

語り伝えるポイントが各所にあります。

マップを用いての散策ガイドが市民団体により行われています。

安曇野案内人倶楽部作成の穂高のまちなか・明科のまちなかの案内ガイドマップ

（出典：安曇野案内人倶楽部 ホームページ https://azuminoguide.com/）

③課題と方針

 【課 題】

○千国街道や栗尾道等の道筋とつながる穂高

神社、満願寺等、祭礼や信仰の場等の把握

や詳細調査は進んでいますが、これらの道

筋沿いの地域の宝物の調査の蓄積は限定的

です。また、道筋の変遷を追う作業も十分

にできていません。

○道筋、川筋、近代化遺産に関する地域の宝

物が多く集まる明科地域や旧街道沿いの市

民が自ら興味・関心をもち、理解の促進に

つながる機会はあまり確保できていません。

○この群に区分される地域の宝物は、時代と

共に大きく変化してきた道筋や川筋と関連

するため、法や条例に基づく指定等の方向

性が明確に定まっていません。

○来訪者や市民向けに穂高駅周辺や明科駅周

辺等を対象にした散策案内のプログラムが

民間団体等により提供されています。しか

し、これらの運営体制と地域の宝物に関す

る調査研究の関係者等との連携は十分に進

んでいるとは言えません。

【方 針】

○道筋の形成過程にも着目した当市の変化

を追う調査研究等、ストーリーを活かし

た文化財の保存・活用に向けた基本的な

情報の蓄積に取り組みます。

○道筋を軸にした地域資源の再発見につなが

る機会の創出や、市民が自ら関わりを持て

る場の確保に向けた支援等を行います。

○道沿いや川沿いに位置する地域の宝物の

指定登録等に関する価値付けの検討を進

めます。

○散策等の案内関係者と調査研究の関係者

の間の情報交換や交流等を通じて双方の

連携を強化し、案内内容やコース設定に

調査研究の成果を反映させる等して、魅

力ある案内充実に寄与します。



【コラム】 まちの課題解決につながる新たな動き

④措置

番号 措置 内 容
主担当
または
連携課

新規
継続
の
区分

取組主体 期間

行
政

所
有
者

専
門
家

前
期

後
期

6G
● 文化財データベー

ス整理

・道筋の形成過程に着目した本市の変化を追
う調査等、ストーリーを活かした文化財の
保存・活用に向けた基礎的情報の蓄積を進
める。

文 継続 ◎ 〇 〇 〇

20G
◇ 資源探訪･探究型

の地域活動の支援

・歴史文化資源の豊かな道筋を活かして開催

する、ロゲイニングや地区内探訪などの取

り組みや行事の実施を支援する。

生
観
文

継続 ◎ 〇

25G
● 文化財の新たな指

定等

・道筋や川筋にまつわる未指定文化財のうち
ストーリーや特色、保存の緊急性などを加
味して、新たな指定・登録等の検討を行う。

文 継続 ◎ ○ 〇 ◎

34G ◇ 地域人材の発掘
・道筋にある地域の宝物を市民等に伝えるこ
とのできる人材の発掘に向け、関係者相互
の情報交換や意見交換の機会を設ける。

生
文

継続 〇 〇 〇 〇

47
○ 明科地域過疎対策

事業推進（再掲）

・明科地域を対象に進む東部アウトドア拠点
整備等の過疎地域対策に関連し、廃線敷や
東山文化の発信、伝統行事継承や参加促進
に関係課の相互連携のもとで取り組む。

政 継続 ◎ ◎ 〇

49

◇ 地域の宝物めぐり
おすすめコースの
設定と快適性向上
策（再掲）

・関連文化財群のストーリーの散策案内コー
スの設定をし、散策案内の魅力向上に役立
てる。

 ・木陰や休憩場所等の確保・充実を図る。

観
文

継続 〇 〇 〇

・措置の番号は第7章の1～50に対応。
・番号の後ろのアルファベットは関連文化財群の記号で、この群に特化した取り組みであることを示す。
・【措置の記号】●文化課主体 ◇他課と協働・連携 ○他課主体へ協力

地
域(
市
民)

穂高駅周辺～穂高神社・旧千国街道沿いや明科駅周辺一帯は、古くからまちの機能が集約されてき

たことから、暮らしに根差した地域の宝物も多くあります。こうした環境を活かし、空家・空き店舗

の活用に向けた見学会や英語ガイドの講習・育成の場などとしても利用されており、空き家活用やイ

ンバウンド対応などまちづくりに関連するタイムリーな課題解決の実践の場にもなっています。

明科 アウトドア拠点
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＜コラム＞明科地域過疎対策事業推進

穂高神社一帯での英語ガイドの講習会の案内 明科駅周辺での空き家空き店舗見学会の案内

（左側出典：安曇野さんぽ ホームページ https://azumino-sanpo.info/event/）
（右側出典：当市ホームページ https://www.city.azumino.nagano.jp/site/akiya/72030.html）
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コラム 文化財保存活用支援団体

平成30年度の文化財保護法の改正に伴い、市町村は、地域において、文化財所有者の相談

に応じたり調査研究を行ったりする民間団体等を文化財保存活用支援団体として指定できる

制度が創設されました。本書でも第７章の中の措置の一つとして（91ページ）文化財保存活

用支援団体の指定を位置付けています。ここでは、その概要を紹介します。

【概 要】

文化財保存活用支援団体とは、市町村において、地域の文化財の保存会やNPO等の民間団

体と協力し、行政と民間がより円滑に連携しながら文化財の保存・活用に取り組んでいる団

体で、文化財の保存・活用に関する各種施策の推進主体として位置付けられます。

専門的な知見や実績等を有するこのような団体を市町村が支援団体として指定することで、

所有者だけでは維持管理等が困難な文化財の保存・活用の促進を図るなど、地域の多様な主

体が連携して文化財の継承に取り組んでいくことが期待されます。

【団体の指定】

○支援団体として指定することができるのは，法人又は法人に準ずる団体です。

○市町村による指定に当たっては、当該法人又は団体が文化財保護法第192条の３各号(下

記）に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができるか否かについて、組織・資金等の

面から判断することとなります。

• 区域内に存する文化財の保存及び活用を行うこと。（第１号）

• 区域内に存する文化財の保存及び活用を図るための事業を行う者に対し、情報の提供、

相談その他の援助を行うこと。（第２号）

• 文化財の所有者の求めに応じ、文化財の管理等の必要な措置につき委託を受けること。

（第３号）

• 文化財の保存及び活用に関する調査研究を行うこと。（第４号）

• その他、文化財の保存及び活用を図るために必要な業務を行うこと。（第５号）

文化財保存活用支援団体

平成30年度の文化財保護法の改正に伴い、市町村は、地域において、文化財所有者の相談に

応じたり調査研究を行ったりする民間団体等を文化財保存活用支援団体として指定できる制度

が創設されました。その概要を紹介します。

【概 要】

支援団体とは、市町村において、地域の文化財の保存会やNPO等の民間団体と協力し、行政

と民間がより円滑に連携しながら文化財の保存・活用に取り組んでいくためのパートナーシッ

プを結ぶことにより、このような民間団体を文化財の保存・活用に関する各種施策の推進主体

として位置付けたものです。

専門的な知見や実績等を有する団体を支援団体として指定することで，所有者だけでは維持

管理等が困難な文化財の保存・活用の促進を図るなど，地域の多様な主体が連携して文化財の

継承に取り組んでいくことが期待されます。

【団体の指定】

○ 支援団体として指定することができるのは，法人又は法人に準ずる団体です。

○ 指定の主体は市町村で、どのような団体を指定するかは当該市町村が制度の趣旨を踏まえ

て適切に判断することとなりますが、指定に当たっては、当該法人又は団体が、文化財保護法

第192条の３各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができるか否かについて，組織・資

金等の面から判断することとなります

【支援団体への譲渡に係る課税の特例等】

○ 個人・法人が，重要文化財や重要文化財・史跡名勝天然記念物として指定された土地を一

定の支援団体に譲渡する場合には，国・地方公共団体等へ譲渡した場合と同様に，譲渡所得の

課税の特例等を受けることが可能となります。

○ 本特例は，日常的な維持管理や修理の負担等を背景に，個人で文化財を維持し続けること

が困難な事例が増加する一方，地方公共団体においても財政難等により公有化が容易でない状

況が生じていることから，文化財に関して知見を有する支援団体に対して文化財の譲渡を促進

することにより，民間を含めた多様な主体の参画による文化財の次世代への継承を図るものと

して位置づけられています。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/bunkazai/kikaku/h30/01/pd
f/r1407909_03.pdf

【支援団体に指定された場合】

 支援団体は、市町村の教育委員会等に対し、地域計画の作成又は認定地域計画の変更を提案

することができます８第192条の６第１項）。

認定市町村等に対して、認定地域計画の期間内に限り、当該市町村の区域内に存する文化

財で、国の登録文化財として登録されることが適当であると考えるものがあるときは、認定

市町村等に「文化財の登録の提案」をするよう要請することができます（同条第２項）。
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